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議 事 日 程 
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日程第 １ 一般質問 
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開会 午前９時３０分 

 

○議長（橋本謙司君） 

  おはようございます。 

  それでは、３月議会の２日目、始めたい

と思います。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  順次発言を許します。質問者は質問者席

に登壇して質問を行ってください。 

  持ち時間は質問答弁を合わせて５０分と

します。 

  高尾靖子議員を指名いたします。 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  日本共産党の高尾靖子でございます。 

  きょうは３月議会の１番目ということで、

どきどきしておりますけれども、どうか新

たな気持ちで質問させていただきますので、

理事者の皆様にもぜひ簡潔な答弁でよろし

くお願いいたします。 

  それでは、質問いたします。 

  町政運営方針についてお伺いしておりま

す。１点目です。 

  地域公共交通基本構想に基づき推進とす

るということで書いてあるんですけれども、

東西を結ぶ東西バスの復活などバスの方向

性についてお尋ねいたします。これが１点

目です。よろしくお願いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おはようございます。 

  高尾議員には以前にも同じ趣旨の御質問

を頂戴をしておりまして、また同じ答弁か

とお叱りを受けるかもわかりませんが、こ

のリレー便、東西バスの問題でございます

けども、これにつきましては豊能町地域公

共交通会議のほうで議論を重ねてまいりま

して現在のリレー便という形になっており

まして、東西バスは廃止をしたというよう

な経緯がございます。これも以前申し上げ

ましたけど、リレー便につきましては最終

形ということではございませんでして、あ

くまでも暫定措置の短期計画の一つという

ふうに位置づけておるものでございます。

町政運営方針にも書いております地域公共

交通基本構想に基づきということにつきま

しては、平成３２年度に北大阪急行の延伸

が予定をされておりまして、その北大阪急

行の延伸に合わせて阪急バスも路線を再編

されるということを聞き及んでおりまして、

その際に阪急バスの箕面森町線、これを能

勢電の駅まで延伸するということをもって

町内のバスの再編を行いたいというふうに

考えておりまして、その実現をもって東西

間につきましては、乗り継ぎではございま

すけども、乗り継ぎをもって移動していた

だくということで、現在のところ東西バス

の復活ということは想定しておらないとい

うところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今、しっかりと御答弁をいただきました

けれども、定住化の促進と高齢化に優しい

まちづくり、また障害者・高齢者が利用し

やすい公共交通環境の整備推進というには、

ときわ台駅に路線バスを運行するというこ

とになるのか、暫定的な措置としてリレー

便を継続していくいうことで、これは路線

バスが通るまでのリレー便ということなの

か、その点確認させていただきます。 
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○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おっしゃるとおりでございまして、リレ

ー便はあくまでも暫定措置、短期計画の一

つということでございます。将来形は箕面

森町線のバスをときわ台、もしくは光風台

かもわかりませんが、これは阪急バスと交

渉いたしますけども、鉄道の駅まで延伸を

するということをもって最終形としたいと

いう構想でございまして、東西間の移動に

つきましては中止々呂美で乗りかえるとい

うような格好、もしくは箕面森町で乗りか

える格好かもわかりませんが、中止々呂美

ですね、中止々呂美で乗りかえるという格

好で東西間の移動をしていただくというこ

とでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今おっしゃいましたけれども、中止々呂

美経由でないと東地域には行きづらい状況

になりますので、その点きちっと西地域の

住民の移動に関してもスムーズに行けるよ

うに配慮願いたい。そういうことでよろし

くお願いいたします。 

  次にいきます。 

  大阪広域水道企業団との統合は平成３１

年４月とあるんですけれども、残された課

題というのはどういうことなのかをちょっ

とお聞きいたします。よろしくお願いいた

します。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  おはようございます。 

  広域水道企業団との統合に向けた残され

た課題ということでございますが、まず企

業団との統合につきまして、今後のスケジ

ュールにつきましては全協で御説明させて

いただきましたとおり、この統合を考えて

いる検討している７団体につきましてはい

ずれもこの３月議会で規約の変更、そして

残りの３５団体につきましては６月議会に

おいて規約の変更の議決をそれぞれいただ

くという予定になっております。そして全

ての議会での規約の変更の議決をいただい

た後に、大阪府に対して変更届・変更申請

を出します。大阪府の認可がおり次第、恐

らく７月ごろになると思いますけども、７

団体と大阪広域水道企業団との協定書を締

結します。これによりまして来年３１年の

４月に統合ということになります。しかし

それに向けましてまだ整理をしておかなけ

ればならない、あるいは検討しておかなけ

ればならない事項が幾らかございます。ま

ずは事務的な作業でございますが、企業団

との統合までに企業団と７団体の間で総務、

人事、ネットワークシステム、規程整備、

財務、契約検査、固定資産などについて整

理をしておく必要がございます。そして現

在水道事業統合準備に向けた事前ワーキン

ググループを設置して、企業団とそれぞれ

の団体とで協議をしているところでござい

ます。 

  次に池田市との事務委託に関する件がご

ざいます。現在本町は池田市の古江浄水場

で取水・浄水した水を受水しておりますが、

これは地方自治法上の事務委託に当たるこ

とから、昭和５７年３月議会の豊能町議会

において議決をいただいて実施しているも

のでございます。しかし企業団と統合しま

すと現在の事務委託は企業団が池田市に事

務委託することになりますので、本町にお

いては事務委託の廃止、企業団においては

事務委託の開始、池田市においては事務委
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託の廃止と開始についてそれぞれの議会の

議決を経る必要があります。これにつきま

しては今後、統合までに企業団・池田市と

調整をしていく予定でございます。 

  そのほかにも整理・検討する事項がござ

いますが、いずれにせよ統合に当たっては

支障のないように準備をしていきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  丁寧にお答えいただきまして。 

  企業団との統合で財務のこととかいろい

ろネットのこととかいろいろおっしゃいま

したけれども、財務のことについてなんで

すけども、その点はどのような問題があり

ますか。問題というか課題。その課題につ

いては今後の企業団の営業というんですか、

運営についてのことになるのか、その点ち

ょっとお伺いしたいんですけど。 

○議長（橋本謙司君） 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  財務のことでございますが、財務会計シ

ステムがございます。これにつきましては

現行のシステムをそのまま企業団のほうに

移行して使うという予定でございますが、

その中で企業団にそぐわない事項もござい

ます。ですのでそこでそれを担当者同士で

調整をしながら財務会計システムの移行を

図っていくという形になりますし、あとは

料金システム、これにつきましても企業団

になりますことで名前の変更、団体名が変

わりますので、それらの細かな作業という

のが出てくるということでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  豊能町のほうでの水道料金値上げのとき

に広域水道企業団に５億円を渡すというふ

うなことが言われてたと思うんですけれど

も、私は水道料金値上げする前に抑制して、

その５億円を抑制のために使うべきだとい

うふうなことで言ってきたんですけれども、

５億円というのは豊能町から企業団に渡す

というか、そういうことは計画にあるんで

すか。それをちょっと確認させてもらいま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  企業団との統合に際しまして、豊能町、

本町のほうから企業団への繰入金、一般会

計からの繰入金でございますが、これにつ

きましては５億9,０００万円ということで

ございます。これにつきましてもどういう

形で企業団のほうに繰り入れするかという

のはまだ最終的には決まっておりません。

といいますのが、先ほど申しました７月の

協定書、この中で正式に決定するものでご

ざいます。すなわち５億9,０００万円を一

括で入れるのか、１０年間で入れるのか、

２０年間で入れるのかというようなことが

ございます。今、本町が考えておりますの

は、この５億9,０００万円を２０年間の分

割で企業団のほうに繰り入れをしていきた

いというふうに考えております。といいま

すのも、やはり５億9,０００万円というの

は多額でございますので、町の本体にとっ

ても負担が大きいということで、できるだ

け町本体に負担の少ないような形で分割で

というふうに考えております。 

  また、今、議員がおっしゃいました一括

で入れて水道料金の抑制というようなこと

を先にしてはどうかということだったと思

うんですけども、これにつきましては最初

にたくさん入れても分割で入れてもそれほ
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ど変わらないという形ですので、最初にた

くさん入れてそれをストックしておいて、

企業団でストックしておいてちょっとずつ

その費用なりに充てていくという形になり

ますので、そうしますと分割で入れていく

ほうが豊能町にとっては得であるというふ

うな考えのもとに分割でお願いしたいとい

うことでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午前９時４４分 休憩） 

（午前９時４５分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  ５億9,０００万円、一括で入れて水道料

金の抑制ということでございますが、確か

にそのとおりではございますが、ただ、そ

うしますと一般会計からの繰り入れという

形になります。それで水道料金の値上げを

抑制して、繰り入れにより水道料金を抑制

しますと次回の水道料金の値上げ幅が大き

くなるということになります。ですから私

どもの考えでは、やはり先に人口の多いと

きに水道料金を改正させていただいて改正

幅を低くしてということで考えたものでご

ざいます。 

  ５億9,０００万円でございますが、これ

を入れることによって、毎年、私どものシ

ミュレーション、先ほど申しました２０年

間の分割でシミュレーションを料金改定の

ときさせていただいてます。これをするこ

とによって今後、水道料金の値上げの抑制

でありますとか値上げ時期の延長というこ

とが図られるということでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ありがとうございました。 

  値上げされて厳しい状況だということを

住民の皆さんからも聞いておりまして、企

業団でどれだけ、先日資料もいただきまし

たけれども、抑えられることをぜひ願って

おりますので、その点よろしくお願いした

いと思います。 

  次にいきます。 

  次に若年層の定住化により人口減少に歯

どめをかけると町政運営方針で町長が述べ

られております。４月から水道料金が値上

げ、また国民健康保険料の値上げや介護保

険の値上げ、そして大きな課題である小中

一貫教育、東地区には学校がなくなるとい

うようなことでは、住民負担いろいろと状

況が変わり、こういう問題が出ております。

定住化促進が本当にできるのか。住みたい

町になるのか。この点すごく不安を感じる

わけですけれども、方針とは矛盾しないで

すか。その点どうお考えなのかお伺いいた

します。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  豊能町人口ビジョンを、まち・ひと・し

ごと創生総合戦略をつくりますときに人口

ビジョンをつくりまして、その前にアンケ

ートを、転入者・転出者を対象としたアン

ケートをとったわけでございますけども、

そのアンケートの結果におきましては、今、

議員の御指摘の水道料金でありますとか国

保料等の公共料金については転入とか転出

の要因にはなっていないというように考え

ておりまして、また、御指摘の小中一貫教

育でございますけども、この小中一貫教育

の推進をするということにつきましては、

むしろ町の魅力を高めることになるという
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ふうに考えているところでございます。定

住促進につきましては、まち・ひと・しご

との総合戦略におきましても若年層の定住

化を図るというようなことを進めておりま

すし、小中一貫教育の推進も若年層が選び

やすい環境をつくる事業でありますとか、

住みたくなる子育て環境をつくるとか、そ

ういうことが若年層の定住促進につながる

というふうに思っておりますので、今後と

も進めております住宅の多様化、それから

シティプロモーション、子育て環境の支援

など、そういうものに引き続き取り組んで

いきたいというふうに考えております。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  町政運営方針では子育て支援とかたくさ

ん、盛りだくさんいろいろな新しい事業が

盛り込まれておりまして、それが本当にス

ムーズにいけば本当に町政としてはいい方

向に向かうんじゃないかというふうに期待

はするんですけれども、実際、国民健康保

険のほうの話にいくんですけれども、４月

には市町村単位から府内統一保険料となる

いうことでございますね。地域医療水準の

差を反映しないいうことなど構造的な問題

と、低所得層ほど保険料が上昇する仕組み

になっています。６年間の激変緩和がある

ものの、その後は保険料上昇が見込まれて

いくと、そういうことが言われております。

これまで町独自の減免制度は一般会計から

繰り入れて保険料の負担軽減を講じて頑張

ってきたのではないかと思います。負担軽

減のお考えはどうなのか、その点について、

今後のことでございますがお尋ねいたしま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  おはようございます。 

  何点か御意見をいただいたかと思ってご

ざいますので、一つずつお答えをさせてい

ただきます。 

  まず地域医療費水準の差を反映しないの

は構造的問題ではないのかという御指摘が

あったかと思います。本町の国保加入者の

特徴は、他市とは違いまして６５歳以上の

前期高齢者の加入割合が６割にも及ぶとい

う、ひずみといいますかゆがみのあるバラ

ンスに欠いた人口構造となってございます。

そのため一般的に年齢とともに医療費が上

がる傾向とあることを考えれば、医療費水

準の算定に反映しないほうが本町にとりま

しては今後の保険料率の上昇を大きく抑え

られることになると考えております。府内

１０市町村とも同じような同様の方向でご

ざいまして、大阪府の方針は本町のような

小さな市町村を支えるものになり得るもの

と評価しております。構造的問題に当たる

とは認識しておらないところでございます。 

  それから低所得者層ほど保険料が上昇す

るのではないかと、そういう仕組みではと

いうような御指摘をいただきましたが、本

町におきましては全くその逆でございまし

て、所得割が課税されない軽減世帯、本町

では３分の１ほどの被保険者でございます

が、この世帯については保険料は値下げと

なりますことは先日も全員協議会で御説明

をさせていただきましたとおりでございま

す。加えまして申し上げますと、本町では

今回の大阪府が示しました標準保険料率を

そのまま適用いたしますと、１人当たりの

保険料が１０％ほどの上昇ということにな

るわけですが、ここから大阪府の激変緩和

措置、この金額を入れますと７％弱に、そ

れからこの間の全員協議会でお示しさせて

いただきましたように、本町では加えまし
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て繰越金を使って独自の激変緩和措置を向

こう６年間実施することで、被保険者の

方々に過度に負担のならないよう配慮をし

て3.１％ほどの値上げにとどめさせていた

だいております。 

  それから最後に町独自減免や一般会計か

らの繰り入れで保険料の負担軽減を講ずる

べきというような御意見でございますが、

町独自減免、一般会計からの繰り入れとい

うことでございますが、減免につきまして

は特に低所得者対策として既に整備をされ

ているものと考えてございまして、７割、

５割、２割の減免が政令により定められて

いるところでございます。また、失業者な

どに対する保険料軽減支援措置、これもも

う既にとられておりますので、一定充足で

きているものと認識をしてございます。加

えまして現在の制度上の独自減免を設ける

ことが府内統一国保を目指すという趣旨か

らしますと、大阪府内で市町村によっては

ばらばらの減免制度ができると、異なると

いうことになりますので、かえって混乱を

招くのではないかと考えてございます。 

  それから次の一般会計からの繰り入れ、

これもしたらどうかというような御意見で

ございますが、既にルール分については繰

り入れを行っているところでございまして、

今回の御質問はルール分以外の繰り入れを

ということだと思いますが、ルール分以外

の繰り入れとなりますと、一般会計からの

税金をさらに投入するということになりま

す。このことは国保被保険者の医療費支出

に何らかかかわりのない社会保険に加入し

ておられる方々、これらの方々の税金をさ

らに突っ込むということになりますので、

税の公平性などの観点から適正な措置とは

言えないのではないかと考えてございます。 

  いずれにいたしましても、議員の御質問

の中にもありますように、大阪府では制度

改革後も国保料率などについて６年間にわ

たって一定市町村で個別に設定することが、

設定することで激変緩和を図ることとして

ございます。そしてそれらの経過措置を踏

まえ、６年後の平成３６年度には府内のど

こに住んでいても、同じ所得・同じ世帯構

成であれば同じ保険料額となると、府内全

体で被保険者の受益と負担の公平性を図る

と大阪府はしておりますが、この件につき

ましては本町も同じ認識でございまして、

大阪府で一つの国保ということは大阪府民

も同じ条件、つまり大阪府内で統一保険料、

統一減免制度を採用し、公平化を図るとい

うことが基本であると認識を強く持ってい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  丁寧に御答弁いただきましてありがとう

ございます。 

  国保の２回目にいきたいと思いますけど

も、平成２８年度の豊能町の決算では滞納

額は不納欠損も含めて4,３００万円、今回

の保険税値上げでますます滞納者がふえる

んじゃないかというふうに思っております。

府はこれまでも滞納者から保険証の取り上

げや強権的な財産差し押さえなど進めた市

町村に交付金を上乗せするなどしてきまし

た。住民負担を加速させる制度にメリット

はないのではないかと思っております。町

の国保協議会におきましても全員が賛成で

はなかったということを聞いております。

国の補助率を医療費の４５％に戻すように

強く求めたいと思いますけれども、この点

についてどうお考えなのかお聞かせくださ

い。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 
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  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  一つは、税額が上昇すれば滞納額が上が

って徴収率は下がるのではないかというよ

うな御心配をいただいております。税額に

つきましては上昇ばっかりではなしに、た

しか２９年度は２８年度に比しまして数パ

ーセント保険税率を下げさせていただいて

たと思います。ですので、そのときそのと

きの医療費の総額に応じまして保険税率を

頂戴しておりますが、それで増減しますが、

私どもの豊能町といたしましては納税に御

協力をいただきながら、私ども職員も精い

っぱい納税に、徴収にかかりまして、府内

でもトップレベルの徴収率を保持している

というようなことは皆さんも御承知いただ

いておりますので、今後とも、今後６年間

で激変緩和をしながら大阪府の統一保険料

に向けて取り組んでいくわけでございます

が、徴収にかかわりましては引き続き強化

をさせていただいて、徴収率についてはで

きるだけ確保していきたいと考えてござい

ます。 

  それから大阪府なり国なりの交付金につ

きまして、議員おっしゃいますとおり、そ

れは少しでも多いほうが市町村としては助

かるのではないかなと思ってございますが、

こればかりは国の制度でございますので私

ども町村が何か申し上げるというようなこ

とではないと考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ６年間の激変緩和で抑制できるという御

答弁がありましたし、そのように承知して

おりますけれども、どんどんと高齢化が現

在進んでいる中で、保険料が退職者の保険

料に対しても上がってくるいうことになっ

ては、本当に豊能町の貧困というような状

況がなるんじゃないかというふうに思いま

すので、その点を全力で頑張っていただき

たいと思います。 

  次にいきます。教育問題です。 

  運営方針の目標２のところで、地域で育

て地域で育つ、人を大切にするまちづくり

が上げられています。子育て支援の重要性

がましていると述べておられます。どの子

も等しく教育を受けられるようにとつくら

れた小中学校の就学援助制度ですが、入学

準備金の国基準が倍になりまして、入学前

に支給する自治体もふえております。国も

認めています。これまでも実施に向けて質

問してきましたが、検討するとの答弁でご

ざいました。２９年度には間に合わないい

うことですけれども、子育て支援の充実の

ために３０年度は年度内支給を実施しては

どうでしょうか。その点、子育て支援充実

のためにということでございますので御答

弁をいただきたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  おはようございます。 

  就学援助の入学前給付の件でございます

けれども、これまでにも何回か質問をいた

だきまして、補助対象に例えば転出された

後なるのかとか、それから所得年度が４月

生まれと４月以降では変わるというような、

いろいろな問題があるということで検討を

進めていきたいという話をさせていただい

てたと思います。この間、検討いたしまし

て、今現在考えておりますのは、３１年４

月に入学される新入生に対しまして平成３

０年度中に入学前給付を実施するというこ

とで今現在準備を進めております。 

○議長（橋本謙司君） 
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  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  頼もしい御答弁いただきました。本当に

これは画期的なことになると思います。豊

能町におきましても就学援助制度を受けて

おられる方が、約、小中合わせて１００名

以上おられます。こういうことで早期にや

はり準備ができるよう図られることに期待

いたしまして、ぜひ実施に向けて進めてい

ただきたいと思います。その点よろしくお

願いいたします。 

  次にいきます。 

  平成２２年に小学校適正配置審議会から

の提言を受け、平成２６年小中一貫教育充

実検討委員会を立ち上げ、平成２８年には

小中一貫教育等の充実についてで課題を明

らかにするとして二つの部会を設定し、答

申では四つの考え方を示しております。そ

して課題として交通や医療機関等の検討、

人口が増加していくようなまちづくり、子

どもたちにとって充実した教育環境を目指

すこと等を上げています。今回決定した小

中一貫教育は答申に反したものではないで

しょうか。西に小中１校にするということ

は、東地域には学校がなくなる。町が疲弊

していく、そういう懸念がございます。平

成２７年８月に議会に提出された前、現在

の新谷教育長には済みませんけれども、前

石塚教育長の小中一貫教育等に関する方向

性について文書が出されておりました。統

廃合になっていますけれども、文中では本

町の学校の適正な配置についての基本的な

考え方ということで、一つに、基本的には

クラスがえが可能な複数の学級を維持でき

る環境が望ましい。しかし一方では東地区

と西地区のそれぞれの地域特性、通学時間、

学校の地域における役割等を踏まえると、

東地区及び西地区にそれぞれ現在の中学校

区を維持することが重要である。二つ目は

それぞれの中学校区には幼児保育教育と学

校教育の十分な連携のための教育環境や一

貫したカリキュラムが必要である。また、

西地区においては小学校の再編や配置及び

幼児保育教育施設に関しては中学校の位置

との関連を検討することが重要である。こ

の２点を強調して基本的な考え方を打ち出

しているんですけれども、このことは全く

考えに入ってない今回の教育委員会の方針

が出たんですけれども、このことは全く無

視して進められてきたのかどうか、ちょっ

とそのところは本当に極端な方向性が打ち

出されたことに関してお考えを聞きたいと

思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  おはようございます。 

  お答えをさせていただきます。 

  今、高尾議員から御指摘いただきました。

今回決定した小中一貫教育は答申に反した

ものではないか。また、石塚前教育長さん

の方向性ということでの御質問がございま

した。まずはその答申の文面をつぶさに見

ますと、まず、まちづくりとしての交通や

医療機関、検討、人口が増加していくよう

なまちづくりを目指してほしいという、そ

の文言があるのはたしかでございます。た

だ、その前にこのような断り書きがござい

ます。子どもが育つ環境の改善という視点

で、かつ今回の小中一貫教育等の充実とい

う範囲を超える意見ではあるがということ

で、基本的には教育内容について、教育環

境について、教育委員会が所管するところ

ではないけれども、しかしまちづくりの観

点としてはこういうことを要望したいとい

う文言があったと。そしてまた答申の初め

には次のような文言がございます。教育委
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員会として小中一貫教育に関する方向性は、

学校での児童生徒の集団が小規模になって

いることを課題と捉え、保幼小中が一体と

なって教育を進めることで充実した豊能町

の教育環境づくりを進めるというもので、

そのためには学校の再配置も視野に入れて

取り組んでいくという内容が書かれてござ

います。それに基づいて四つの事例が示さ

れると、先ほど申されたとおりでございま

す。その中には町全体で１小１中にする。

二つ目には東地区・西地区それぞれ１小１

中とする。それから三つ目は現状の４小２

中とすると。４番目、東地区は小中一貫と

して西地区は１中３小で連携するというふ

うなことが答申に書かれてあります。我々

としましては、議会でも議論がされてまし

た内容、２小１中の部分やその他の目標数、

できるだけ考えられる部分を七つの案の中

で議論をさせていただきました。それぞれ

のデメリット・メリットを勘案して、当然

東西の１小１中体制も一つの原案として議

論をさせていただきました。ただ、最終的

には町としては教育委員会としては一つの

案にまとめていこうということで議論をさ

れた結果というふうに認識をしております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  最終的にまとめられたと、小中一貫校は

西地域にまとめられたということの御答弁

でございましたけれども、また２月の１１

日の教育委員会の会議では、一体型小中一

貫校メリット・デメリットが話し合われま

した。教育にデメリットがないほうがよい

のは子どもたちにとっては最良です。義務

教育の根幹を揺るがすデメリットはあり得

ません。一つ、小中学校の学校生活を送る

上で安全かつ快適に生活ができるように工

夫する必要がある。こういうふうにデメリ

ットの部分も言っております。二つ目は通

学区域が広範囲になるため、児童生徒の通

学負担が発生する。三つ目は小学校高学年

等で今まで最高学年として活躍してきた場

が少なくなる、こういうデメリットがある。

そういう中でやはり子どもたちはそうした

活躍の場があるということは将来にとって

もすごくいい経験になっていくと、そうい

うことが重要だと思っているんですが、学

校は子どもたちの願いや思いを大切にし、

一人一人の成長はきちんと保証される場で

あろうはずでございます。国の言う公共施

設等総合管理計画は、生活を支える公共サ

ービスを削減し、それによって国が地方へ

の交付金を減らすことに小中学校の適正規

模適正配置があるわけでございます。財政

の効率化ばかり優先される小中一貫では、

地域の学校だけでなく本来の学校の姿も消

えてしまいます。統廃合による人件費の削

減やこの効果は国・府にあって、町村レベ

ルでは余り効果は享受できないということ

がこれまでの資料から言われております。

学校統廃合は誰のために実施するのか。地

域の願いやそのための財政の裏づけがある

実施計画なのか。徹底した情報開示による

子どもや教員、保護者、地域住民の参加に

基づく議論を通して吟味すべきではないか

と思っておりますが、この点についてお伺

いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  いろいろ多岐にわたって御質問いただき

ましたけれども、基本的には私は学校の存

在意義というのは集団による学習教育効果

があるというふうに思っております。多く
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の生徒児童が、それぞれがぶつかり合い、

また多面的な物の見方や考え方、そういう

ものを交わす切磋琢磨の場が学校であるの

ではないかなと。力を合わせて問題解決す

る過程で、一人ではなかなかできないこと

が仲間と一緒にすばらしさに気づきながら

豊かな社会性が育まれる場でもあるという

ふうには思っております。今、御指摘があ

ったさまざまな学校の中の大規模校と小規

模校、あるいは中規模校のそれぞれのメリ

ットもあるし、あるいはデメリットもある。

決してそれが全てデメリットばかりである

かって、そうではなくて、なかなか補い合

えない部分も当然あろうかと思います。

我々としましては、その中で今申しました

学校の一つの存在意義というか、そういう

ものがいかに子どもたちの育ちにとって重

要なものかというのを認識しながら、基本

的には子どもの育ちを第一に考えて、今回

いろいろ議論もしてまいりました。決して

財政的なもの、当然考えなければならない

ですけど、どちらを先に優先して物を見る

かというと、教育委員さん、あるいは多分

町も思いますけれども、子どもの育ちを第

一に考えながら、今の子どもたちの現状を

よりよい方向に持っていきたいというのが

願いでございまして、決して先に行政的な

部分を優先して議論をしたわけではござい

ません。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  教育委員会ですから、この豊能町の代表

する教育委員会での慎重審議されたという

ことは疑いありませんけれども、昨年６月、

７月のタウンミーティングのときに丁寧に

小中一貫教育を取り上げて話し合われたと

思うんですけども、児童生徒数や学校の数

や配置などで御一緒に考えましょうという

提案でテーマを挙げられたと思うんですけ

ども、そのことについても私どもはこうい

う学校の小中一貫教育として方針を定めて

もう決めてしまう、そういう前にやはり説

明会やＰＴＡ、地域への説明、これは本当

に大事だと思うんですね。教育大綱にも協

働、安心という大事な言葉が書いてありま

す。そのことを踏まえますと、やはり軽く

これは進めてはならないと思います。地域

やＰＴＡ、保護者ですね。皆さんへの説明

はいつされるのか。これは本当に決定する

前に行われるべきだと思っておりますけれ

ども、この点についてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  昨年６月、７月にかけて町長のほうがタ

ウンミーティングということで、学校の現

状を踏まえた上で討論をしていただいたと

いうふうに聞いております。その中でも住

民の方から、議論のたたき台がやっぱり必

要ではないかという御意見もあったという

ふうに聞いております。また、ある一定も

っと手を早く打つべきではないかという意

見もあったというふうに聞いております。

さまざまなその御意見を言った中で、町長

のほうから昨年の８月に教育委員会として

の案を出してほしいというふうなことがご

ざいまして、教育委員会としては１月末に

一応議論を、毎回９月から１１月までかけ

て議論をした結果を報告したとおりでござ

います。今後、当然保護者、今回は方針で

ありますので、今回議会にも説明をさせて

いただいて、その後、保護者あるいは地域

のほうに年度をあけた段階でまた御説明に

上がりたいというふうに思っております。
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一応、私の今の感じとしては、まずはＰＴ

Ａのほうから５月中旬以降ぐらいから説明

会ができれば、当然日程調整をしなければ

なりませんので、その辺のＰＴＡとかそう

いうところの調整もしながら、私の思いと

しては５月の中旬以降ぐらいかなと。それ

はＰＴＡのほうはやはりある一定、組織そ

のものがまだ固まってない段階で４月から

始めるのはなかなか厳しいのかなと思って、

５月の中旬ごろかなというふうに私は思っ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今からですとそういう５月、６月ぐらい

の時期になるのかと思いますけれども、私

はそれは遅いと思っておりますが、しかし

この説明会する、される中でＰＴＡからや

地域からもいろいろな意見が出てくると思

うんですね。新たな意見が。そのときには

どういう対応されますか。やはりなくして

ほしくない、この地域を守りたいと、そう

いう意見が出てくると思うんですね。吉川

小学校なんかは伝統のある小学校でありま

すし、そういう地域性を、そしてまちづく

りに関してもやはり大事な学校をなくした

くないいうのは絶対にあると思います。そ

ういう意見などを本当に大切にされて、検

討される中身となるのか、その点について

お伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  当然、今回保護者の皆さん並びに地域住

民の皆さんに御説明に上がるわけですけれ

ども、それは方針について、今回教育大綱

で示した方針について御説明すると。大き

な方針についてどうかということをやはり

御意見を賜って、中にはいろいろな御意見

出てくるのは当然だと思っております。ま

た、その意見を集約し、そしてまた教育委

員会の中で議論をし、また町長部局とも相

談をしながらその方針についてどうかとい

うのを判断をしてまいりたい。ただ、我々

としては最もよい、ベストな案をできるだ

けつくろうということで、教育委員会とし

ては案をつくった考えでございます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ３０年度は学校推進の小中一貫教育を進

めるための予算もとられておりますので、

この点については方針が決まる前の説明会

ということを私は期待しておりましたけれ

ども、今の答弁もございましたので、その

点十分に慎重に進めてもらわなければなら

ないと思っております。 

  次に、最後ですけれども、光風台４丁目

の大和団地への通路について、道路の利便

性を図ることがずっと求められてきており

ますけれども、この状況は今どのようにな

っておるのかお聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  おはようございます。 

  豊能町光風台４丁目から川西の大和東へ

の連絡通路につきましては二十数年前から

の懸案でございまして、町民の利便性とか

緊急交通路といった交通施策の見地からも、

連絡通路の開設を検討するというふうな必

要があるというふうに考えています。こう

いった中、昨年の１２月２６日付で光風台



 2－14 

自治会から豊能町に対しまして、また平成

２９年１２月２２日付で大和自治会から川

西市に対しまして、本件に関する要望書の

提出がございました。これを受けて本年の

２月６日に川西市と事務レベルではござい

ますけれども協議した結果、常時は歩行者

や自転車のみが通行できる通路として前向

きに進めたいというふうな意向でございま

す。今後、両市町、両自治会並びに近隣住

民とで合意形成が図れるのであれば事業化

に向けて進めていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ぜひその利便性について合意ができるよ

うな方向で進めていっていただきたいと思

います。 

  これで私の、高尾靖子の質問終わります。

ありがとうございました。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で高尾靖子議員の一般質問を終わり

ます。 

  次に、川上勲議員を指名いたします。 

  暫時休憩します。 

（午前１０時２２分 休憩） 

（午前１０時２２分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  おはようございます。 

  御指名をいただきましたので一般質問を

させていただきます。 

  人間というものは争いごとが好きやとい

うことですね。中近東のほうでは宗教、争

っておるし、また近くでは北朝鮮がやがて

争いの場になるであろうと思います。片や

平和の祭典として韓国のピョンチャンでオ

リンピックが先月の２５日ですか、終了い

たしました。これは人間の殺し合いじゃな

くして平和の祭典ということですが、争い

には間違いがございません。そのオリンピ

ックで日本が１３個のメダルをとりまして

んけども、ロシアにおきましてはロシアの

国を挙げてのメダルというのが一つもござ

いません。これは平和の祭典というてもア

スリートたちはそれぞれの国を代表して体

力と技術を駆使して勝ち抜いてとったメダ

ルでございます。これはいわば人間の戦い

であり、加えて言えば国と国との戦いであ

るというふうに私は思っております。戦争

や紛争の形を変えた国と国との戦いである

ことには間違いありません。人間という動

物は有史以来、今日までいろいろな戦いの

中で文化の発展をしてきたように私は思っ

ております。 

  今月の１日に希望ヶ丘で殺人事件が起こ

りまして、きのう、何か犯人が捕まったよ

うでございますけれども、これは聞いてみ

ると、その新聞にも載っておりましたけれ

ども、子どもが親を殺すというような事件

で発生した事件であります。また、新聞に

も載っておりますように、親が小さな子ど

もを平気で殺すというような記事が頻繁に

記事にされております。このように考える

と、戦争においてもあるいは平和の祭典オ

リンピックといえども、人間のさがという

ものは実に恐ろしい動物であるというふう

に私は思っております。我々の体の中にも

そういうようなさがが常時潜んでいるとい

うように思うことは私だけではないと思い

ます。北朝鮮などでは支配者がそのさがで

もって、それが表にあらわれてあのような

ならず者の国になっておるというふうに思

っております。幸いなことに日本の国では

現在は法治国家として発展をしてきて、私
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どもも持っている理性で社会の秩序を確立

し守っているのでございますけれども、し

かし先ほどからの答弁を見ておりますと、

一人の意見じゃなしに合議制によって平凡

な形に終わってしまうというようなことが

多々あるように思います。我が豊能町にお

いても民主的な方法で行政が行われている

ように思いますけれども、しかしながら特

異性と申しますか、豊能町はこれはいいん

だなと、一遍豊能町に住んでみようかとい

うような発想がなかなか起こらないのも私

は現状であるというふうに思っております。

したがいまして今回のこの教育の件で特に

池田町長は教育力日本一というのを上げら

れております。人間としての道徳、つまり

徳育がこれからの豊能町にとって最も大事

な教育の一つであると思いますので、そこ

で力を入れて売っていただくようにお願い

いたしますが、今回のこの教育力日本一に

対して教育長の考えをまず初めにお聞きし

たいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  昨年、総合教育会議において町長のほう

から教育力日本一を目指すように教育委員

会も全力を挙げて努力をしてほしいという

指示がございました。私としては当然その

大きな目標をいただいて、やはり目標は非

常に重要というふうに思っております。た

だし、その目標に向かっていろいろな教育

施策を学校とともにやっていくわけですけ

れども、その中ではしっかりと足元を見て

着実に、今足りないところを補いながら、

また新しいことを豊能町でやっていくとい

うことのスタンスで今現在取り組んでおる

ところでございます。 

  先ほど徳育について非常に重要というふ

うに言われましたけれど、私も今、いろい

ろな教育現場を見ていますと徳育は非常に

重要であるなというふうに思っております。

特に今、家庭教育並びに当然に学校教育そ

して社会教育、それぞれの分野においてや

はり人としての特性をしっかりと持った人

間がより多くできる、対応していけるよう

な形をやはり持っていきたいと思っており

ます。現在、国においても道徳が特別の教

科というふうな形になりまして、来年度小

学校から教科書を使って道徳を始める。ま

た中学校ではその教科書を今年度、来年度

から採択をし、その次の年からまたやって

いくと。そういう意味では国もそういう徳

育の重視を掲げているところでございます

ので、ぜひそれをやっていきたいと思いま

す。 

  特に豊能町においては、一昨年度から東

能勢小学校において道徳の府の研究指定を

受けまして、今回３月にも研修会をやりま

したけれども、非常に大学の先生から高い

評価を受けたところでございます。今後と

も、その府の研究指定についてもそういう

ことを継続してやってまいりたいと思って

おります。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  教育については道徳教育が私は最も必要

である教育と常に思っております。今回、

保幼小中一貫校を西地区につくられるとい

うような方針を出されましたけれども、し

かしながら考えてみると、子どもの教育に

対してはやはり自然の豊かな場所で、そし

て春夏秋冬、こういう季節が巡りくる中で

豊かな感性を持った子どもを育てる、また

自然と触れ合いながら他人を思いやる心を
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育てる、これが私は道徳教育の出発点であ

ろうというふうに思います。そうすれば、

恐らく先ほど申したように合議制で一番利

便性のいい、豊能町にとっては利便性のい

い吉川中学校の周りで幼保小中一貫教育を

される場所として考えておられるようです

が、先ほど申したように子どもの情操の教

育あるいは道徳の教育をまず初めに考える

ならば、私はやはり東地区のこの場所で子

どもに道徳教育をしていくということが非

常に大事なものであろうというふうに思っ

ております。教育、先ほど学校教育、社会

教育、家庭教育って言われましたけれども、

知育それから体育、徳育、教育をする三つ

がありますけれども、知育等は子どもの知

性を育てていく教育、これは場所は余り関

係ないと思います。しかしながら体育です

ね。体を使うスポーツなどはやはり広い場

所で思い切り体を動かせる、こういう場所

が必要であろうと思います。大きくなるに

つれて高校、大学に行くにしても、知育の

ための入学試験はありますわ。スポーツな

どは特待生として上の学校に行ける制度も

あります。しかし徳育、つまり道徳教育、

人間としての他人をおもんぱかる、このよ

うな教育を幾らしたって昇級の試験はない

わけですわね。しかしながら人間としては

一番大事な教育であろうと思います。した

がいましてそのことを考えていくと、私は

西地区のあの中学校の周りで体を動かすス

ポーツの体育、あるいは道徳教育等は果た

して適任であろうかなと、適地であろうか

なというふうに思っておりますけれども、

その辺のことを考えてもう一度、教育長答

弁よろしくお願いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  今回、教育委員会が町長のほうに小中一

貫並びに学校再配置についての報告をいた

しましたけれども、その中で議論をいろい

ろさせていただきました。それは、やはり

今、川上議員がおっしゃった、豊能町とい

えども東・西があって、東の自然や文化、

歴史、それから産業、そういうものは西地

区にない、いいものであるというふうなこ

とは、委員の中でもいろいろ議論されて、

やはりそれを今後一つの学校になっていく

中で、そのそういう素材を教育に大いに生

かしていってほしい、それは教育課程にき

ちっと位置づけていってほしいということ

で、相当いろいろな議論がそういうものが

出てまいりました。その議論を町長のほう

に申し上げましたところ、今回の教育大綱

において１番１項目に郷土を愛しというこ

とで、豊能学を、地域学習を頑張ってやろ

うということを項目に入れていただきまし

た。本当に教育委員会の委員の皆さん方は

そのことについてこぞってありがたいとい

うふうな御意見がありました。そういう東

西にありますけれども、豊能町は一つとし

て考えていきながら、なおかつ東地区のよ

さをいかに子どもたちに伝えていくかと、

これは一つは道徳教育ということにもつな

がっていくというふうに、私も議員がおっ

しゃったように同感でございます。ぜひそ

ういうことを頑張ってまいりたいと思いま

す。 

  それから徳育並びに体育の観点から言う

と、吉川中学校の敷地はいかがというふう

な御質問でございますけれども、まずはや

はりこれから学校を考えていく上で、やは

り通学面とか、あるいはその場所について

はそれぞれの毎日の教育活動がございます

ので、また地域や保護者の方がそこへ行っ

てやっていただくためのスペース、さまざ
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まなことを総合して考えますと、やはり吉

川中学校あるいは吉川中学校周辺地域が望

ましいんではないかというふうな考えに至

ったわけでございます。決して道徳とか体

育をないがしろにして考えたということで

はございません。 

  以上でございます 

○議長（橋本謙司君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  平成１７年の３月に高山小学校が廃校に

なりました。子どもが全部東能勢小学校、

中学校はもともと東能勢中学校へ行ってお

りましたけども、東能勢小学校へ行くよう

になって、しばらくは子どもが高山から東

能勢小学校に通っておりましたけれども、

だんだん通うのが嫌になったんか、それと

もどういうわけか知らんけれども子どもを

持った親が希望ヶ丘あるいは箕面、茨木あ

たりに出ていってしまったと。今現在、学

校へ行く子どもは１家庭だけですかな、高

山でね。うちにも孫ができましてんけども、

それまでずっとうちに３世代住んでおりま

したけれども、子どもが１人、今年度生ま

れた、高山では１人しかいないということ

で、高山におっても遊ぶ相手の子どもがお

らんということで、友達がおる場所に行き

たいというて子どもが言いますんで、私は

それは孫のためには反対できひんなという

ぐあいに思って、仕方がない、それも仕方

がないということで、結局そういう学校な

どの中心施設がなくなればその地域は廃れ

てしまうというのが現実であろうと私は思

います。したがいまして、先ほど高尾議員

がおっしゃってましたように、この東地区

に学校が全てなくなれば廃れてしまうんち

ゃうかなと、東地区が。それを私は懸念す

るわけです。ということになると、やはり

その地域の中心になる学校施設がやっぱり

西に一つ、東に一つ、やっぱりこれはその

地域が廃れないためにも必要であるんちゃ

うかなというふうにも思うんで、その辺も

ちょっと考えていただきたいなと思ってお

りますけれども、もう既に前へ進んでおる

というようなことを伺うとなかなか難しい

面があるんちゃうかということですが、そ

ういうことも私は将来のために申し上げて

おきたいと思います。 

  先ほど言いましたように道徳教育必要や

と。しかし道徳教育を受けてない人が道徳

教育は絶対できないわけですわな。そのえ

え例が伊調さんでっかな、レスリングの。

あの人がパワハラを受けたと。パワハラい

うのは権力を背景にして嫌がらせやいじめ

をするというのがパワーハラスメント言い

ますんかな。それからもう一つはモンスタ

ーペアレント。親が学校に対していろいろ

なことを言うていくと。これはやっぱりそ

の親が道徳教育を受けなかったためにそう

いう言葉が発生するんちゃうかなと私は思

います。そういう道徳教育受けてない人が

果たしてほんまに道徳教育ができるんやろ

かと。まず親から道徳教育していかないか

んという時代になっておるということでご

ざいますんで、その辺のところを考えると、

やはり町を挙げてそういう道徳教育はどん

なもんやということを、やっぱり時に触れ

て常に言うていくということが私は必要で

ないかなと思いますわ。最近特に個人主義

がまかり通ってますわね。やっぱり町政を

していくのに自分の気に入らんことあった

ら物申していくということがほんまに町の

ために必要なんかなと思うんで、そういう

ところはやっぱり我々も必要やし、町の職

員の人もそういう意識を持ってやっぱり対

処していくということも必要でありますん

で、その辺やっぱりこれから先に豊能町の

ために道徳教育はどうあるべきか、道徳教
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育はこうあるべきやということをするため

に、やっぱりこういう東地区の自然豊かな

場所で子どもを育てていくということは私

は大事なことであると思いますので、その

辺のところを考えるともう一度やっぱり教

育長、変えていくような考え方はございま

せんんか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  国民全体の道徳教育について、あるいは

親の道徳教育についてということで大きな

御質問をいただきました。当然、戦後、戦

前、戦中、戦後に分けて激動の時代を生き

てこられた諸先輩方のさまざまな厳しい中

での生活、そういうものが本当に一つの大

きな人間性を培う中で、非常に厳しかった

けれども、その人間性培う上では一つの大

きな役割を果たしたのではないかなという

ふうに私は思っております。ただ、なかな

か豊かな世代になってそれがうまく機能し

なく、うまく継承できてなかったのかもわ

かりません。しかし当然、一個人としての

責務、義務、権利というのをしっかりと踏

まえてやっていかなければならないと。た

だ、我々としましては、教育委員会として

は教育基本法に家庭の教育は当然親の義務

というふうに書かれておりますけれども、

国全体または町全体としてのありようにつ

いては、これは当然いろいろな施策をもっ

て努力をしなければならない。だからそう

いう意味では、今回、道徳が特別の教科に

なったというのは一つのきっかけとして大

事なことかなと。それを子どもたちにしっ

かりと教えながら、次の世代を引き継いで

もらうということを理解をしておるところ

でございます。東地区のよさをするために

学校をというのは、それは私でもわかりま

すけれども、やはりこういう状態になった

段階において二つ三つの案を考えるという

のはなかなか難しいと。やはり最終的には

一つの案ということになろうかと思います

ので、委員の皆さん、教育委員さんの皆さ

んにいろいろ議論をしていただいて町長の

ほうに報告したものが、今は私どもとして

は一番よい方法かなというふうに思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  今、保幼小中一貫校ですか、それがどこ

でもはやっておりますけれども、やっぱり

豊能町にはこういう道徳教育が行われるん

だという特色を打ち出せば、若い世代の人

も豊能町に住まうようになってくる可能性

は十分にあるんじゃないかと思うし、また

国のほうでは教育の無償化というようなの

がさかんに言われておりますので、やはり

子どもが働く世代になるまでは、今は制約

はありますけども、子どもが十分に育つた

めにはお金の補助をしていくということも

これ大事なことであるんでね。例えば毎回

言っておりますけれども、大学に入れば何

とか制度、奨学金制度ね。これ十分使うて

もらうと。働くようになれば、ほかのとこ

行ったらこの制度、お金は返してくれと。

しかし豊能に住むんやったら金は返してい

らんというようなことをやっぱりしていく

ことも必要であるというふうに思ってます

し、一番大事なのは豊能町をいかにその働

く世代をふやしていって、そして税収を図

るということは一番大事なことであるんで、

そのような子どもや若い世代をふやしてい

くということの目的は何かということの十

分考えていっていただいて施策をしていた

だきたいなと、私はそういうふうに思って
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おります。 

  このまま豊能町いくと、１月の末は２万

人、人口切りましたわな。一番ピークから

すると7,０００人ほど減ってまんねんな。

光風台ぐらいの地域が完全になくなってい

るような状態に今現在なっておりますし、

これから今までいろいろな施策をやってこ

られましたけれども、全然毎月人口は減る

ばっかりで、どんな施策をしても減ってい

くばかりですわな。というのは、薬でも飲

んですぐはあかんけども、効くだけの量の

薬を飲まんと効かんわけですわな。ちょい

ちょい飲んだとしても。ちょいちょい、ち

ょいちょい、いろいろな施策やっても効け

へんかったら若い世代は入ってきませんわ

な。そういう、やっぱり若い世代を流入す

るためには豊能町はこういう特色があって

こういう工夫もしてるんやということを前

面に出していかんとあかんし、そのために

必要なお金も補填していくんやということ

も必要だと思いますわ。だんだん、これか

ら年寄りふえてくると、それこそもう年寄

りは、年寄り言うたらいかんのかな。高齢

者は死んでいくばっかりですな。亡くなっ

ていくばっかりですわな。豊能町に、亡く

なったら、処理する言うたらあかんな。ど

ない言いまんの、火葬場おまへんやろ。そ

の火葬場についてちょっと質問したいねん

けどね。 

  この北摂地域では恐らく、島本町は火葬

場おまへんのやな。ほかにこの北摂地域で

はあとは全部火葬場ありますわ。これから

だんだん亡くなっていく人がふえてくると、

それこそ関東のほうでは１週間、１０日待

ちやと。仏さんを冷凍室に入れて１週間、

１０日置いておくような商売も今、はやっ

てるというふうに聞きまんねんけどね。や

っぱりもう昭和５０年代から、平井議員の

お父さんの平井俊春議員がずっと火葬場の

ことをおっしゃってましたわ。それがいつ

の間にか立ち消えになってしもて、あれで

すわ、能勢町と豊能町で一緒にするという

ことが能勢町が離れていって、それが立ち

消えになってもう早十四、五年たちますわ。

やはり今すぐにせんなんのは、これはやっ

ぱり火葬場、葬祭場はぜひとも私は必要や

と思いますけども、その辺、町長、ちょっ

と答えられなかったら代表して副町長、ち

ょっとその辺のとこ、火葬場のことに対し

てどない考えか、ちょっとお答え願います

か。 

○議長（橋本謙司君） 

  通告ないけどいい。 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  おはようございます。 

  火葬場の必要性ということでございます。

私も職員の現役のときは、能勢町との約束

事を守るために３カ所か４カ所の自治会に

説得に行きまして、火葬場の建設というこ

とでお願いをしましたですけれども、結局

は自治会を二つに割れると、割るようなこ

とを御指摘だというような実感として持っ

ておりまして、話をしていくというのはな

かなか難しいだろうというふうには思って

おります。議員も御指摘のとおり、近隣で

はもう早くから火葬場をやられて、大分傷

んでるところというのが結構多くあるとい

うふうに聞いておりますけれども、それを

一緒に、例えば一緒にやろうかとかいう話

自体はまだ出ておらないというふうには認

識しておりますけれども、豊能町は今現在、

猪名川、池田、それから川西等でお世話に

なっておりますけれども、理想としてはこ

れからやはり高齢者がふえてまいりますの

で、町としてはやっぱり独自の火葬場を持

つか、あるいは広域等で火葬場を持つ必要
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性というのはあるなというふうには考えて

いるところでございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  余り、通告にないので、ぼちぼち。 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  通告にはございませんけどね。光ヶ谷の

開発、光ヶ谷の活用、これを言うてまんね

んな。 

  次に、豊能町で火葬場をつくるのは、別

にどこでもつくったらええけど、やはり限

られた場所になってきますわね。私は、あ

の光ヶ谷は最適な地域や思ってまんねん。

ずっと奥へ入っていったあの奥に、それこ

そ先ほど副町長おっしゃったように、池田、

箕面、豊中あるいは川西あたり一緒になっ

て、あそこの場所やったら十分火葬場つく

れまんねん。そのためにまずはやり方とし

て、まず奥へ入る道をつくり、あそこは大

きい谷やからね。それこそ残土言うたら聞

こえ悪いけども、余った土ですわね。豊能

町はそれを受け入れる場所おまへんねや。

よその地域にほってまんねん。豊能町で出

た工事用の残土とかそういうもんは、よそ

の地域へほってるわけですわな。あそこの

谷を利用したら自分とこの土は利用できる

し、計画的にやったら十分ペイできまんの

や。あの土地全部買い上げても将来的には

ペイできて、なおかつあの奥に火葬場もす

りゃ、近隣の地域の一つになっていけるわ

けですわ。そういうこともやっぱり光ヶ谷

の活用に私は必要や思ってまんねん。 

  もう一つは、これも財政的にも十分に多

く入ってくるし、子どもに補助金を渡して

もそれだけの豊能町の入ってくる金が十分

いけると私は思います。戸知山の活用にし

ても、あれは金の山ですわ。あの戸知山の

活用を十二分したらどんどん豊能町に金入

ってきますわ。そういうの、一般的な考え

方がみんな毛嫌いする残土とかあるいは真

砂土をとるとか、そんなの一般的に毛嫌い

をされているような状態やけども、豊能町

に私は絶対そういうことをやっていく場所

があんねんから、それやったらどんどん、

どんどん、豊能町に金入ってくるし、その

お金で子どものために使うておったら、豊

能町もっと発展していくと私は思いまっせ。

その辺どうも何か、例えば一番ええ例がね、

一番ええ例や。新光風台４丁目で太陽光発

電をやっている。あれは自然エネルギーで

やっておるあの発電は、私らはええと思っ

てまんねんけどな。それをやってるがため

に下のところが、その底地が何かいかにも

悪いようなように聞こえるけども、別に私

は言うてんねんけど、普通悪いんかなと私

は思ってまんねん。原子力の発電が悪いか

ら自然エネルギーに変えるって。言うてる

ことがどだいそのとき、そのときで矛盾し

てると思いますわ。だから、要はやっぱり

収入を町といえども金がなかったら立ち行

きできへんのやから、やっぱり収入を得て

町民のためにそれを使っていくということ

は私は大事や思いまっせ。 

  そこで、農業施策にしても、この町政運

営方針に道の駅構想とかいろいろ書かれて

ますけども、一番基本になることがないわ

けですわ。それは何やいうと圃場整備、こ

れが一番基本でんねん。需要はどんどん、

どんどんあっても供給する場所がなかった

ら、何ぼ需要があってもできるわけおまへ

んわな。能勢町の道の駅、あれくりの郷い

いまんのかな。あそこが流行ってるのは、

結局、能勢町全体がほとんど圃場整備され

てますわ。需要がどんどんあったらそれだ

けの供給やっぱりできる場所ですわ。豊能

町は今、ささやかなことをやってて何とか

なり立ってるけども、どんどん、どんどん、
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その道の駅を大きくしてやったとしても、

持ってくる野菜あるいは品物がなかったら、

一遍に廃れてしまいますわ。そのええ例が、

この前、去年の春ですわな。ちょうど１年

前。指定管理が東京ドームに変わる前に、

我々がやっている幼稚園で野菜を売ってた

んですわ。向こうの端のとこでね。しばら

くすると町の命令で休めと言われたんです

わな。しゃあないもう休まなね。ほな今度

４月からやったら、結局、お客さんなにも

来まへんのや。なぜかというと、あそこへ

行っても行ったら行ったで休んどんな。ほ

なもう絶対にそこは来まへんわな。と同じ

ように、道の駅をつくったとしても野菜の

供給ができんかったら、お客さん一遍来て

なかったら、もう二度と来まへんわな、あ

るとこに行くからね。やっぱりそれをする

ためにはやっぱり基本的な圃場整備をやっ

て、大々的に野菜ものをつくると。それも

農業法人とかそういうものをつくって営業

ができていくと。赤字にならないようにし

ていくというような形に持っていって、そ

こで若い人をどんどんどんどん使うてやっ

ていくと道の駅も発展するし、生産も発展

していく。そして、そこで加工品をつくっ

ていく、あるいは販売していく。そういう

６次産業もやっていくいうような形にせん

と、道の駅をつくって、それで野菜もん集

めてやんのやというような考え方だけでは、

恐らく将来的に私は無理やと思うねんけど

も、その点どういうふうに考えてはるか、

ちょっと副町長。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  一度に多くの質問をいただきまして、光

ヶ谷の活用等についても、以前から区画整

理とか、そういう話が出ておりました。残

土等についても必要なんではないかと、置

き場について、それについては大阪府内、

近隣の公共残土の捨てるところがないとい

うところで非常に問題になっているという

ようなところでございまして、あの谷は相

当土砂が入りますので、実現できれば非常

によいだろうというふうに思いますけれど

も、ただ、地権者あるいは箕面との問題、

それから跡地利用というのはいろいろと考

えられるだろうと思いますけれども、土砂

等を埋めるということについてはいろいろ

な問題点があるだろう。まずは地元の同意

も必ず必要になりますんで、いい話ではあ

りますけれども、実現していくためにはい

ろいろな問題があるだろうというふうに思

います。 

  それから戸知山の利用も言っていただき

まして、非常によいことができるというこ

とでありまして、今まで戸知山については

頭を大分悩ませておりますんで、そういう

意見があればぜひとも教えていただきたい

というふうに思っております。 

  それから圃場整備でございますけれども、

これは私も必要だろうというふうに思って

おりまして、順次、圃場整備は進めていき

たい。また、圃場整備について地元負担等

がない、そういう国のほうで制度等が考え

られているということもありますので、地

元にとりましては圃場整備をやっていく一

つのチャンスになるんではないか。ただ、

町の負担といいますか、大阪府の負担比率

とかそういった問題はございますけれども、

よい機会ではないかなというふうに思いま

す。そのことができますと農業法人等に委

託とかそういったことが自由に可能になり

ますし、議員がおっしゃられるように農業

生産、あるいはそういう法人等が野菜の生

産等をやっていただければ、道の駅等にも

出していただいて地元の野菜を販売できる
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ということにはなるんではないかと。です

から圃場整備については非常に私は賛成で

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  光ヶ谷のその利用ですね。これ先行投資

で全部土地買い上げたらよろしまんねん。

買い上げても十分ペイできますわ。広域行

政で火葬場でもつくるようにしたら、十分

豊能町のためになると思いまっせ。残土の

入る量によって違うてくるけども、恐らく

考えられんような量が入るところですわ。

ぜひとも私はそれは今後考えていってほし

いなというぐあいに思ってます。 

  圃場整備も切畑、寺田それから余野の一

部、野間口もやっておりますけどね。これ

も圃場整備はされたけども結局田んぼを持

っておられる人が年いって、そこを利用で

きんようになって人にしてもうてるという

のが現状ですわな。それを町の主導で、切

畑なんか余野なんか寺田なんか、一つにま

とまっておんねんからね。農業法人でも町

の主導でつくってもうて、大規模な、町政

方針に書いてるようにブランド力のある野

菜もつくってしていくというような方法、

十分考えられるけども、結局百姓いうか農

業携わる人に任せておいたらなかなかそう

いう発想はできないわけですわ。それから

農業をする人は商売人の発想できませんの

や。だからそこんとこはやっぱり町が主導

を持ってそういうことをしていくようなや

っぱり指導を、やっぱりしていく必要があ

ると私は思ってんねんけど、その辺ちょっ

と建設部長、どのように考えてはるか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  商売をするのに町が主導せいというふう

なことですけれども、私自身は役所の公務

員の古手は商売下手くそでございます。本

当は世間で言われておりますのは、よそも

の、ばかもの、わかものというようなこと

を言われておりまして、こういった人が、

百姓を知らなくても農業を知らなくても商

売できるような人がいるのであれば、そう

いう方に来ていただきまして町の活性化に

つなぐ、これ一番のいい話かなというよう

には思っておるんですけれども、これなか

なか人材がいない、これは非常に悲しいこ

とでございます。将来的に豊能町これどう

なっていくんかなというのは私も危惧して

おりまして、圃場整備、先ほどもお話ござ

いましたけれども、圃場整備をしないこと

には、してない田んぼというのは誰もしな

いので、今後は町がきっかけをつくって何

とか町内できるところをしていければいい

なというように考えているところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  町でお世話になった職員はたくさんおら

れますわな。卒業した人ね。高校出て、あ

るいは大学出て豊能町に奉職して三十数年

間お世話になって、退職してもうて、一切

その地域に溶け込めない、溶け込んでいな

い公務員がたくさんおられるわけですわ。

現職の公務員はなかなか立場上指導できる

けども、いつも指導できまへんわな。そう

いう、今、部長がお答えになったように、

公務員の古手、古手言うたらあかんね、公

務員をやめたＯＢやね。ＯＢは別に豊能町

だけじゃなしに池田、箕面、豊中にもたく

さんおられるわけですわ。そういう人も含
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めて、この豊能町に住んでおられる人は豊

能町の将来の農業についてやっぱり話し合

いをして農業の発展に尽くしていくという

ことをそれぞれの地域でやっぱりまとめて

していくことによって、豊能町は農業の生

産の向上を図れると私は思いますねんけど

ね。例えば高山に、今、ワインをつくる話

がおまんねんな。ブドウをつくると。それ

聞くと、５ヘクタールぐらいの土地が、何

か一般的なワインをつくるためには５ヘク

タールの土地が必要なことをおっしゃって

ましたわ。それもこの４月、５月ぐらいか

ら順次、今もう既にブドウの苗を植えてお

るらしいねんけどね。将来それをやって、

１ヘクタールや２ヘクタールのときには三

田のほうで知り合いに加工してもらうと。

しかしこっちで自由に加工できる場所をつ

くり、その工場をつくったらこちらでやる

というような計画を持って今取りかかる始

めなんですけど、そういうこともやっぱり

圃場整備をしてなかったら、あっち行った

りこっち行ったり、集めたらできるかしら

んけど、やっぱり効率は上がりませんわな。

せやから圃場整備をやってそこで５ヘクタ

ールぐらいの土地を集約して、そこでぶど

うづくりをやってワインの生産をしていく

と。そういうようなことをやっぱり町のほ

うも応援してあげてほしいなと私は思って

まんねん。私らもボランティアで今、既に

応援してまんねんけども。だからそういう

ことも、高山だけじゃなしに余野あるいは

木代、切畑、寺田でもいろいろつくるもん

を考えて、そういうこともやっていく私は

必要があろうと思いますわ。若い人も入っ

てくる可能性が十分ありますんで、そうい

うこともやっていただきたいと、私はこの

ように思っております。 

  先ほどから言っておりますけども、とに

かく豊能町の税収がないことには何もでき

ませんねん。年寄りだけやったら金要るば

っかりですわな。やっぱり税収を図るため

には周りの市町があっと驚くようなことも

やっぱりやっていく必要があると思います。

豊能町に行ったらこういう教育があんのや

なと、金も要らんのやなとなったら、子ど

もの親が入ってきますわ。それで税収も図

れると。あんじょう回っていく、そういう

ようなやっぱり状況にするためには池田町

長の指導力が私は必要だと思いますんで、

インフルエンザ直ったら、町長、そういう

考え方でちょっとよろしゅう頼みたい思う

ねんけども、答えは結構ですのでよろしゅ

う頼みますわ。 

  以上で終わります。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で川上勲議員の一般質問を終わりま

す。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は１

１時２０分とします。 

（午前１１時０９分 休憩） 

（午前１１時２０分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、秋元美智子議員を指名いたします。 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  秋元です。議長の御指名いただきました

ので、通告に従って一般質問させていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

  住民税が減少化の一途をたどる中、大阪

府からの権限移譲によって仕事がふえたこ

と、また７年後には団塊の世代が７５歳を

超える２０２５年問題を考えたときに、行

政の継続、住民サービスの安定面から、職

員を削減するだけでなく新規に若い世代を

採用し、今から将来の戦力として育成して

いく必要があると私は考えております。そ

の観点から介護保険の分野と幼稚園・保育
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園の分野についてお尋ねいたします。 

  まず、介護保険が制度がスタートしたの

はたしか平成１２年だったと思います。当

時この町の高齢化率は１4.２％でしたが、

１８年が過ぎた現在、高齢化率は４０％を

超えております。そこでまず先に質問させ

ていただきますけども、平成３０年度の当

初予算によるとこの介護保険事業に携わっ

ている職員、一般職の方は４名でした。こ

の４名体制をいつからなっているのかとい

うことと、平成１２年当初、要介護認定者

ですね、介護予防認定者は何人いたかお尋

ねいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  それでは私から職員のことについてお答

えをいたします。 

  平成１２年４月に介護保険が発足いたし

まして、それから後ほどまた要介護・要支

援の認定者数は担当部長からお答えいたし

ますけども、事務量は相当増加していると

いう中でございまして、当時も現在も６名

ということでやっておりまして、少ない人

数でございますがその人数の中で頑張って

いただいております。ただ、当時に比べま

して兼務職員を１名張りつけておりますの

と、ケアマネージャーも３名、これは週４

日勤務でございますけども、ケアマネージ

ャー３名を配置しておりまして、職員数は

６名でございますが当時よりも事務量の増

というものを考慮いたしまして、職員数に

ついては若干増員はしているという状況で

ございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  平成１２年の当時の要支援・要介護の人

数ということでございます。要支援１が２

３名、要介護１が８０名、要介護２が７４

名、要介護３が５７名、要介護４が４９名、

要介護５が３２名で合計３１５名でござい

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  平成１２年当初３１５人、認定者が。現

在はその約４倍ですね。1,３００人も超え

てますから。私の調べ方がちょっとまずか

ったかもしれませんが、決算書を見ていき

ますとずっとこの体制というのは４名のま

まなんですね。今、部長は６名とお答えに

なったので、どこか私自身が見落としてい

るとこがあったのかもしれませんが、いず

れにしても同じ人数の中でやっている。こ

の間、ケアマネとかそういうふうな専門職

をふやしたとはいえ、やはり豊能町の今後

の介護保険、この制度の維持・安定性を考

えたときに正職をふやすべきではないかな

と私自身は考えますけど、この点について

は検討なさったことはありますでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  職員数でございますけども、当時、平成

１２年当時でございますけども全職員で２

９８名おりました。現在でございますけど

も、昨年４月１日現在で１７５名というこ

とで、大体４０％程度職員数は削減をして

きたというようなことでございまして、当

時と比べて、介護保険に限らずでございま

すが、さまざまな仕事のメニューがふえて

いると。地方分権等も進んでおりまして、

仕事の業務はふえているわけでございます

けども職員数は削減してきたと。多忙な業
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務を現体制で頑張っている、頑張ってもら

っているというような状況でございます。 

  今後につきましても、どの部署に限らず

でございますが、業務量と職員数は勘案い

たしまして、所属長の意見も当然聞くわけ

でございますけども、そういう中で職員を

配置をしていきたいというふうに思ってお

ります。 

  それから新規採用についてでございます

が、これまでも定年退職しました職員を全

て採用するということはできておりません

けども、今後、平成３１年度、平成３２年

度と非常にたくさんの定年退職者がおりま

すので、それを見据えまして前どりをする

ということも含めて採用は続けていきたい

というようなことは思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  住民税は下がっていく中、行政が職員の

削減に努力していくことは私もよくわかり

ます。ただ、一方で非常に権限移譲で仕事

もふえてます。こういったことを考えたと

きに、やはりこれからは、やはりその移譲

された仕事、また特に介護保険制度なんか

はこれからどんどん、どんどんやはり認定

者はふえてきますので、そういった意味か

ら町としては職員数を減らすだけじゃなく

てやはり充実していくっていう立場で考え

ていただきたい。特にやはり若い世代を採

用することによって、その若い世代の方に、

採用された職員の方にこの町に住んでいた

だくっていうことを条件にして仕事をして

いただくとか、何かそういった中でこの豊

能町の高齢化が少しでも下げられたらいい

かなと私自信思っています。 

  あわせて介護保険についてお尋ねするん

ですけども、介護保険というのはもともと

が家族介護の大変さを何とかしなくちゃい

けないっていうことで国のほうが見切り発

車したところがありますので、非常にこれ

までも幾度となく改正されてきたところが

あります。最近では介護予防の日常総合事

業ですとか、それからこの３０年度に関し

ましてはさらに都道府県から市町村に居宅

介護の事業所の、その指定の権限を移譲さ

れますね。これって、このこと一つだけと

られても居宅介護の支援事業者に対しての

指定、指導、監査、勧告、命令して、これ

というのは介護保険スタートするときから

非常に大きな問題になっていて、都道府県

が権限持ってやってくださるからというふ

うな私自身は安心感があったんですが、こ

れまでも市町村に権限移譲でおりてきたこ

とに少なからずちょっとショックを受けて

います。これに関しては今後、町としては

広域で取り組まれるのかどうかわからない

んですけども、これ一つとっても非常に私

は大きなことであり、やはり介護保険、要

するに保険課のほうですね。新規採用、新

しい人材ということはぜひ考えていただき

たいと思いますが、この分に関しての町の

お考え、部長かしら。お尋ねいたします。

どちらの部長。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをさせていただきます。 

  ケアマネジメントというのはケアマネー

ジャーの事務所、ケアマネジメントをする

事務所なんですけれども、事業所について

の指導、監督が今度３０年度から都道府県

から各市町村におりてくると。事務移譲な

されるということでございますが、今回の

条例の制定もお願いをしているところでご

ざいますが、先んじて豊能町の場合は２市

２町、池田市、箕面市、豊能町、能勢町で
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都道府県の権限であったものを先んじて、

今は池田市の市役所内といいますか、大阪

府の施設内に事務所を置いた広域福祉課で

もう既に対応してございます。本来ですと

そこが大阪府からの権限移譲を受けてやっ

ておりますので、それが市町村に来るとい

うことはその事務を、今、議員がおっしゃ

いましたように、普通でしたら各市町村に

おろすという作業になるわけですけれども、

もうそこで職員がなれてしておると。しか

も２市２町でなさっておるということでご

ざいますので、２市２町についてはそのま

まそこの広域福祉課でやるということを決

定してございまして、そのための条例を今

回制定ということで上げさせていただいて

ございますので、職員の数的にいいますと

もう既にそこでやっておりまして事務的に

は変わらないというような状況で、ただ権

限だけがおりてくるというようなことで御

理解をいただけたらと思ってございます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  まずそこの面では安心させていただきま

した。 

  ただ、やはり非常に、当初３００人だっ

た要認定者が今1,０００人を超え1,３００

人までいき、そしてこれからどんどん、ど

んどん私たちの団塊の世代が高齢化を迎え

てまいりますので、やはり早急に保険課の

介護保険に対する人事の増員というのは考

えていただきたい。これは要望だけに終わ

らせていただきます。 

  続きまして、保育園と幼稚園のことの、

同じく職員の問題についてお尋ねいたしま

す。 

  この町はかねてより保育士と幼稚園教諭

の両方の免許を持った方を採用されてこら

れました。現在この幼稚園・保育士の免許

を持った方、大変失礼な質問かもしれませ

んが平均年齢はお幾つか、正職の。勤続年

数に関しましては私は調べさせていただき

ましたが、平均年齢というのはちょっと出

てきませんので、それをお聞きいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  済みません。平均年齢という資料は実は

手元にございませんのですけども、昨年４

月１日現在の年齢構成を申し上げますと３

０歳代が２名、パーセントで言いますと全

体の６％。４０歳代が１３名、これが全体

の４２％を占めまして、５０歳代は１６名、

これが半分以上５２％を占めております。

合計で３１名でございます。ちなみに最年

少の職員は３８歳ということでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  私の持っている一つの資料といいますの

は、平成２０年１０月に豊能町立保育所・

幼稚園の今後のあり方検討委員会から出さ

れた資料です。それを見ますと、１０年前

正規の職員が１７名、そして平均年齢が４

１歳、過去平成１２年から平成２０年まで

９年間採用なかったというふうな資料なん

ですね。ですから今こういうふうなことが

できているなら、今ここで平均年齢がわか

るかなと思ったんですけども、それは結構

です。ただ気になりますのは、このとき平

成１２年より９年間新規採用がないという

ことでしたので、その後平成２０年からこ

の間、何人の方を採用されましたでしょう

か。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 



 2－27 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  保育所・幼稚園の職員につきましては、

平成１１年４月に新規採用して以来採用は

していないというようなことでございます。

当時、平成１１年当時は保育所・幼稚園合

わせて４４名おりましたが現在は３１名と

いうことになっております。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ということは１９年間新規採用がないと

いうことですね。 

  この平成２０年のこれからのあり方、ご

めんなさい、豊能町立保育所・幼稚園の今

後のあり方の検討委員会、さまざまな検討

されてました。そして幼保一元化、俗に言

うこども園ですとか、それから子どもの数

が減っていくからやっぱりそういうことも

考えたらどうか。休職を求めているお母さ

んがいるとか、そういったことは、先の池

田町長時代にもう随分進められてこられま

したが、この間に１９年間１人も採用され

なかったということはその後ですね。この

幼稚園なり保育所なりの民営化を考えたと

いうふうにして捉えさせていただいてよろ

しいでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  保育所・幼稚園の職員の採用計画につき

ましては、どうしても子どもの数に左右さ

れるというようなことでございます。この

間、１９年間につきましては子どもが減っ

たというようなことで、採用しなくても職

員数が足りておったということでございま

して、民営化を考えてのことではございま

せんでした。今後とも公立を継続するとい

う計画でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  確かに、幼稚園も保育園も子どもの人数

によって左右されます。だからといって職

員を採用しないということは、私はどうも

疑問ですね。というのは年中豊能町として

は臨時職員を募集されている。臨時職員の

方も多い。臨時職員なり非常勤の方で対応

していく。そこで何とかしているうちに１

９年間も過ぎてしまったというのが私は現

状じゃないかなと思うんですね。このとき

の、要するに、あり方検討委員会の方はこ

のことを非常に危惧されているんです。ど

う危惧されているかというと、正規職員の

不採用が今後も続くようであれば、豊能町

がこれまで築いてきた就学前児童の保育・

教育の継承が難しくなるということを非常

に懸念されているんですね。１９年間もこ

こに正規の職員がいない。ということはこ

の１０年、９年間の継続性がないというこ

とです。ですからやっぱり今すぐにでも新

しい正規の職員をやはり募集し、採用して、

この豊能町の教育、要するに就学前児童た

ちの教育がどんなものであるかということ

はやっぱり継続していく必要があるのでは

ないかと私は思います。何よりもこの町と

いうのはやはり妊娠して出産、それからそ

の子と保護者に対してはずっと寄り添って、

きめ細やかな子育て支援をされてますよね。

そういうことも含めてなぜ１９年間この大

きなブランクが空いてしまったのかと思う

と非常に残念でならないんです。ですから

ぜひこの豊能町、教育力を生かすためにも、

私は今後早急に正規の職員を採用していく

必要があると思われますので、町の方針お

尋ねいたします。 

○議長（橋本謙司君） 
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  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  非常勤は募集しているではないかという

ような御指摘もございました。非常勤職員

につきましては、保育所においては早朝・

延長の保育士でございますとか障害児の支

援をする保育士でございますとか、幼稚園

もそのような教員を採用したりしておりま

すし、また配置基準がございますので、特

に小さいお子さん、０歳、１歳、２歳につ

きましては担任は正職員で置いておりまし

ても副担任につきましては非常勤職員を置

くというような工夫をしておりまして、そ

のような中で保育所・幼稚園を運営してい

るというような状況でございます。 

  今後のことでございますけども、教育大

綱にもお示ししましたとおり、平成３５年

４月に西地区で認定こども園を開園すると

いうような方針でございますけども、その

認定こども園を開園するまでに保育所・幼

稚園の定年退職者が１１名おります。この

１１名の定年退職者につきましてはその補

充が必要というふうに考えておりまして、

今ちょうど議会にお示しをしております任

期付職員の制度がございますが、この任期

付職員の制度を活用することでございます

とか、新規採用、また再任用職員、非常勤

職員などさまざまな任用形態をもちまして

保育所・幼稚園の職員を確保してまいりた

いというふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  私の質問は、子どもの人数に対して手薄

になったら困るという質問じゃないんです

ね。ですから任期付職員で対応していくと

か、それから非常勤云々かんぬんじゃなく

て、要するにもう平成３５年に１１名退職

してしまうわけですよ。その方たちが培っ

てきたもの、それらは誰が継承していくん

ですかと。やはりそれらは新しいこれから

の豊能町を担う若い正職の方たちに引き継

いでもらっていくべきではありませんかと

いう質問なんですね。そこのところをよく

お考えになった上でもう一遍御答弁お願い

いたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほど申し上げました認定こども園開園

までの定年退職者１１名おるというような

ことでございますので、この１１名につい

ては、任期付職員もそうですが、採用とい

う格好で補充は必要というふうに考えてお

りますので、教育委員会とも相談をして採

用計画は立てますが、議員の御心配の保

育・教育の継承、こういうものも考慮して

考えてまいりたいと思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。 

  では２問目の質問に入らせていただきま

す。 

  昨年、総合防災マップが全戸配布されま

した。豊能町全域カバーする防災無線も設

置の工事が進んでますし、３月議会は新た

に防災の備品を用意するための予算も計上

され、さらには豊能町地域防災計画も見直

されるとのことですので、この地域防災計

画についてまず評価させていただいた上で、

これまでの取り組みを評価させていただい

た上で、この地域防災計画について質問さ

せていただきます。 

  まずこの地域防災計画、これから見直さ

れるということなんですけども、これは地
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域防災計画との豊能町防災会議条例第３０

条に基づいて防災会議委員が作成すること

になっておりますが、この私の認識が正し

ければこの中には１号から８号までの委員

の方がいらっしゃいます。ちなみに８号の

委員はその他町長が特に必要と認め委嘱す

る者となっていますが、前回その８号の委

員は学識経験者である大学教授が１名だけ

で、本来８号会員であると思われる５名の

方が９号会員となって紹介されてます、こ

こに。具体的には資料の５９ページになり

ます。これは先にちょっと確認させていた

だきたいんですけど、８号会員と紹介すべ

きところを間違って９号委員として紹介さ

れたのか、それとも学識経験者が新たに８

号となって従前の８号委員である方が９号

委員となられたのか、ちょっとそこのこと

だけをまず確認させていただきたいと思い

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  御質問の点について、ちょっと今は確認

できません。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  そのことは後ほどまたお願いいたします。

質問の中で８号とか９号とか言ったりいた

しますが、そのときはその都度説明は入れ

させていただきます。 

  阪神大震災では、他市からのボランティ

アの受け入れ体制づくりが大きな教訓の一

つとなりました。この地域防災計画による

と、この豊能町に大災害が発生した場合、

他市からのボランティアが駆けつけた場合

に社会福祉協議会がその受け入れの窓口を

設置することになっています。池田市では、

隣の池田市では豊能町でいう社会福祉協議

会の中のボランティア連絡協議会が具体的

に災害が発生したときを想定してシミュレ

ーションまでしております。しかし豊能町

の社会福祉協議会では今のところこうした

動きはありません。実際尋ねてみたらそう

いうお返事でした。地域防災計画では保健

福祉課が社会福祉協議会及びボランティア

の連絡調整に関することとして紹介されて

おります。そのようなことを保健福祉課の

ほうが受け持っているようです。ではこの

ボランティアの受け入れ体制づくりに向け

て社会福祉協議会とどのような話をして、

あるいは働きかけをされてきたのかお尋ね

いたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをさせていただきます。 

  議員おっしゃいますように、地域防災計

画では大阪府それから日赤それから大阪府

の社協それから豊能町の社会福祉協議会、

これらの団体が大阪府の災害時におけるボ

ランティア活動支援制度、これなんかを活

動して相互に協力連携してボランティアを

スムーズに受け入れるというようなことと

なってございます。また、受け入れ窓口に

ついては町社会福祉協議会と連携の上受け

入れるというようなことにもなってござい

ます。ただ、このようなことが地域防災計

画にも書いてございまますので、これらに

ついては机上では各関係機関は承知をして

おるところだと思っておりますが、議員も

確認されたということでございます。現実

的にはまだ町社協ボランティアの連携によ

る災害ボランティアセンターの構築等につ

いて有機的な協議は具体的に進んでおらな

いというのが現状でございます。今後、た
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またま今まで何も起こらなかったというこ

とでございますので、いつ起こってもおか

しくない災害につきましてでございますの

で、まずはボランティア団体等とつながり

のある社会福祉協議会、これと地域防災計

画に基づいて災害時の円滑なボランティア

活動の受け入れ等が推進できるよう、災害

ボランティアセンターの設置や運営体制等

について検討してまいりたいと考えてござ

います。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  これからということですけども、現実、

大災害が起きたときに誰がどこでどのよう

なボランティアを必要としているのか、ま

たどのような方がボランティアに来てくだ

さっているのか、その情報をどの場所でキ

ャッチしてどのようにしてその人に結びつ

けていくか、その調整というのはやはりい

ざ起きたときに考えるのは無理だと思いま

す。そういった意味も含めて池田市では既

にそうやって住民の方々、シミュレーショ

ンしながら構築しているんだと思いますの

で、ぜひ考えて早急に取り組んでいただき

たいと思います。 

  それで私は、ちょうどこの防災計画を見

直すということですので一つお願いしたい

んですけども、読ませていただいて、大災

害が発生したとき皆さん、職員の皆さんの

動きというのは本当に大変だと思います、

これを見ただけでも。そうなると、やっぱ

り住民の手でできることはやっぱりしてい

かなくてはいけないなと。ただ残念なこと

にその住民たちはそう思いながらも、行政

は何をするのか、また住民たちは何しなく

ちゃいけないのかということがはっきりわ

かってません。そういった意味も含めて、

特に高齢者、障害を持っている方、乳幼児

を抱えている方の心配というのはかなり大

きいものがあると思います。先ほど言った

その防災会議の会議条例第３号の８号です

ね、９号か、ちょっとわかりませんけども、

その他町長が特に必要と認め委嘱する者と

いう方の中に、前回は自衛隊ですとか池田

医師会、自治会長、社会福祉協議会、民生

委員の５名でしたけども、ぜひ今回はここ

にボランティア団体ですとか障害団体など

その住民活動団体の方を加えていただきた

い。それによって行政と住民のネットワー

クを広げ、ひいては他市からのボランティ

ア受け入れ体制につながっていくように、

要するにどういうことを言ってるかという

と、社会福祉協議会へ行って住民に何とか

ならないだろうかと言っている、その住民

と直に役場はつながるような、そういった

体制をつくっていただきたいということで

御検討のほど、これはよろしくお願いいた

します。これも要望にとどめておきますの

でお願いいたします。要望じゃない、町の、

ごめんなさい、部長のお考えをお聞きしま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今の御指摘でございます。防災会議の委

員にボランティア団体をということにつき

ましては十分に検討してまいりたいと思い

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。 

  それでこれ豊能町で最も新しいと言われ

ている防災備蓄計画、防災備蓄一覧表がこ

こにございます。平成２７年５月２５日現

在のものです。約２年半前のことですね。



 2－31 

これによると防災倉庫から救急セットまで

１２７項目が町内１７カ所の施設に備蓄さ

れてます。この１７の施設の中で最も多く

の備品を備蓄しているのが旧双葉保育園で

す。その旧双葉保育園に、要するにコンク

リート固化されたダイオキシンが運び込ま

れたのは平成２８年８月３０日、この一覧

表が作成されてから１年３カ月過ぎた後の

ことです。ということは今もあの旧双葉園

の中に多くの備蓄品があるということにな

るんですけども、それで間違いございませ

んか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おっしゃるとおりでございまして、ダイ

オキシン汚染物を搬入する折に２階のほう

に移設をしたというようなことでございま

して、旧双葉保育所に備蓄品を置いている

ということが今もそうでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  では、いざ災害が起きたときに誰が旧双

葉保育園の鍵を開けて誰が運び出すことに

なっているんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  双葉保育所に限らずでございますけども、

備蓄品の倉庫の鍵につきましてはそれぞれ

災害対策本部からの指令を受けまして指令

を受けた職員が開けるということでござい

ます。また各避難所ごとにも備蓄品若干置

いておりますが、それは避難所の担当の職

員が避難所の倉庫を開けるというようなこ

とでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ということは、今何か起きたときにどな

たかがじゃあ指名を受けて双葉保育所に行

って初めて鍵を開けて中に入るっていう、

そういう状態ということですね。私お聞き

したいのは、あそこ何か起きたときにあそ

こへ行って備蓄品を出すのは自分だという

意識があって、前もってその双葉園へ行っ

てどういう状況になってるかどうか、どな

たかが確かめたかどうか、その担当者が確

かめてるのかどうかということをお尋ねし

たかったんです。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おっしゃっているのは各備蓄品の倉庫に

担当職員、個別で指名しておるかというよ

うな、そのような御趣旨かというふうに思

います。そこまでは実はできておりません

けども、今後、避難所運営マニュアル等を

つくっておくわけでございますが、その折

には備蓄品、避難所の鍵を開けるとか備蓄

品の倉庫の鍵を開けるとか、そういうもの

につきましてはその避難所の近隣に居住し

ている職員、これらについて指名をしてい

きたいというようなことも考えておりまし

て、今は議員の御心配のとおり個別に指名

はできておりませんので、指名をできるよ

うな段階になればしていきたいというふう

に思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  一歩前進ということで、そこの部分はよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  この、先ほど触れました１２７項目の備
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品のうち双葉園では７１項目備蓄してます。

うち４５項目は双葉園でしか要するに備蓄

してないものなんですね。また非常用飲料

水袋は町内6,１００点のうち4,１００点、4,

１００点です。備蓄数は2,３０４本のうち2,

０４０本備蓄してます。こういうことを考

えたときに、なぜコンクリート固化された

ダイオキシンを入れるときに、汚染物を入

れるときに、これら双葉保育園にあるもの

を持ち出さなかったのかと。ほかへ移そう

という発想がなかったのか。急だったこと

もあるかもしれませんけども、このあたり

についてお尋ねいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  確かに御指摘のとおり、備蓄倉庫、ここ

にしかないというような備蓄品があるのは

あるものでございます。一番大きな倉庫が

双葉保育所でございまして、あとは商工会

の横の倉庫、また本庁のほうにも保管はし

ているというようなことでございまして、

今後ですけども３０年度に備蓄品の購入の

予算を議会のほうにお願いしておりますけ

ども、その折に点検とあわせて各避難所の

備蓄品については整理をし点検もしていき

たいというふうに思っておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  過ぎたことですから、なぜ移さなかった

のかと言って責めるつもりはないんですけ

どね。双葉園では非常飲料水袋のほかにマ

スクやタオルや日用品セット、乾パンやア

ルファー米などが、生活に密着したものが

数多く備蓄されてますね。これをこのまま

備蓄品として使っていくのか、それとも乾

パンとかアルファー米などは賞味期限があ

るから今回破棄して新しいものをかえてい

くのか、そこのところがちょっと気になり

ますのでお答え願います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員がお手元にお持ちの平成２７年５月

のリストでございますが、それが実は備蓄

品の点検をした最後でございまして、残念

ながら平成２７年５月以来備蓄品の点検は

できていないというようなところでござい

ます。食べ物等につきましては賞味期限等

がございますのでその都度入れかえ等はし

ておるわけでございますけども、それ以外

のものにつきましては今後点検、先ほど申

し上げましたとおり３０年度予算にお願い

をしておりますので、それにあわせて点検

と整理をしていき十分なものにしていきた

いというふうに思っております。よろしく

お願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  旧双葉園には本当に生活に密着した、本

当にそのまま使ったら住民の不信を招きか

ねないこともありますので、今後重々注意

していただきたいと思います。ここで余計

な税金を使うようでしたら、またもう一つ

残念ですけども。よろしくお願いいたしま

す。 

  それと、この１７施設の中にはかつての

豊能町消防本部と東出張所も入っています。

箕面に消防を委託したっていうことなんで

すけども、これらはどのような扱いになっ

てますか。そこの場所に置いたままになっ

てますか。 

○議長（橋本謙司君） 
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  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  消防本部及び東出張所には備蓄品は置い

ておりません。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  置いてないということは、委託するとき

に持ち出したということですか。例えばこ

こでは消防署にはチェーンソーですとか水

中パイプですとかありますし、特に東出張

所にも今のはあります。それとあわせて医

薬品ですね。ガーゼですとか消毒薬とか、

これらは消防が今まで備蓄品として要する

に保管してたものなんです。これないんで

すか。持ち出したっていうことですか。箕

面に寄附したっていうことですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  いつどのようになったか、ちょっと確認

してみたいと思います。済みません。ちょ

っと今確認できません。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  よろしくお願いしますとしか言えません

がお願いいたします。豊能町の財産ですか

ら、これら。よろしくお願いいたします。 

  それでこちらの総合マップに避難所一覧

が掲載されてます。非常に住民にとって、

特に危険な場所ですとかそういうこともあ

わせて出してくださってます。ここに指定

避難所ですとか福祉避難所など１３カ所ご

ざいまして、４カ所はスポーツ広場とかそ

ういうような屋外になります。高山コミュ

ニティは緊急指定避難所であり指定避難場

所なので、さらに弾力運用避難所を兼ねて

いますので、避難施設としてはこれで１０

カ所あります。このことは行政の方もよく

御理解いただいていると思います。先ほど

の備蓄倉庫の一覧表と照らし合わせると、

このうち東能勢中学校、光風台小学校、ま

た福祉避難所である永寿荘、豊寿荘の４カ

所には何も備蓄されてないんですね。逆に

避難所となっていない双葉園や東ときわ台

小学校に多岐にわたって数多く備蓄されて

いるわけです。住民の備蓄品を用意するだ

けでなくて、それをすぐ取り出せる場所に、

いざというときすぐ取り出せる場所に置い

といてくださいと、それが普通だと思いま

すが、私はこの避難所と備蓄品というのは

可能な限り一体化させたほうがいいんでは

ないかなと考えてますので、今後の計画に

ついて町のお考えをお聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  現在指定しております避難所には全て備

蓄品を置いておりますので、今御指摘の東

能勢中学校とか光風台小学校、これにつき

ましても現在は備蓄品を置いているという

ようなところでございます。また弾力の避

難所につきましては西公民館もそうなんで

すが、西公民館には備蓄品はございません。

シートスと中央公民館も弾力的避難所とし

ておりますけども、そこには必要最低限、

例えば毛布とかそういうものは置いており

ます。今後につきましては指定避難所に全

ての備蓄品を集めたいというふうに思って

おりまして、先ほどから何遍も同じことを

申し上げて申しわけございませんが、平成

３０年度、このときに備蓄品を購入し全て

点検し、全ての避難所をどのような備蓄品

が要るかということも整理をしたいという
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ふうに思っておりますのでよろしくお願い

をいたします。御指摘のとおり全ての避難

所に備蓄品は置くということは徹底してま

いります。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  私がこの一般質問に向けて、行政のほう

から備蓄品の一覧表をお願いしますといっ

て出してくださったのがこの平成２７年５

月２７日現在なんですね。ここには今部長

がおっしゃったような東能勢中学校ですと

か光風台小学校、永寿荘、豊寿荘って何も

ないんです。永寿荘や豊寿荘は別として。

さっき言ったように消防署には何もないと

おっしゃる。ここはあるんですね。という

ことはこの資料がそもそも違っていたって

いう話になっちゃうんですけど、どう理解

したらいいですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほど申し上げましたが、平成２７年５

月に備蓄品の点検をいたしまして以来実は

点検ができておりません。そのリストにつ

きましても書きかえをするべきであったと

いうふうに思いますけども、最新のリスト

が議員のお手元に行っていないのかなとい

うふうに思います。申しわけございません。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  今後、議員はやっぱり一般質問にはやは

りそれなりの責任を持って取り組んでます

ので、資料のほうはよろしくお願いしたい

と思います。ともかく平成３０年度には備

蓄品を見直すということですので、なおか

つ避難所とできる限り一体化させて、そし

てまたそこの、ここに町長の運営方針も書

いてますけど、そこの避難所にどれぐらい

の人数が避難されてくるか、それに合わせ

てやはり備蓄品の置き方、その内容もきち

っと考えていくということですので、そこ

は期待します。ただ、双葉園にあるものに

関しましては重々、やはりそのあたりのこ

とは対策・対応のほどよろしくお願い申し

上げます。 

  次に入ります。 

  児童生徒の健全育成に関する学校警察相

互連絡制度の協定についてお尋ねいたしま

す。 

  この協定を大阪府と提携したと聞いてお

りますけども、これは神奈川県で起きた少

年による殺人事件ですとか、また生徒の薬

物事件での教訓ですとか、その防止策にな

るとも聞いてますが、これを締結すること

によって何がどのように変わるのか、教育

委員会の方にお尋ね申し上げます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  児童生徒の健全育成に関する学校警察相

互連絡制度ということについての協定を結

んだわけでございまして、この協定の目的

は、児童生徒の健全育成のため非行やいじ

め等問題行動・犯罪被害防止及び安全確保

について学校と警察がそれぞれの役割を果

たしつつ、その役割を相互に理解し、綿密

な連携のもとに効果的な対応を図ることを

目的とするということで、豊能町と大阪府

警と結ばせていただいたものでございまし

て、非行事案や犯罪被害者未然防止等につ

いて必要な情報を相互に連絡し合い、早期

発見、未然防止を図れるようになるという

こと。またいじめ相談を初め幅広い相談を

学校が警察と行うことができることにより
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まして速やかな対応ができるようになる。

また、ぐ犯その他非行事案や児童生徒の被

害に係る事案については、協定を結ぶこと

で正確な情報を得られるようになるという

ことでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  これは警察から学校、学校から警察へと

いうことで、その生徒、要するに個人の情

報、必要となったときには連絡するという

ことかと思いますが、たしかこの児童生徒

の本人及びその保護者の同意が、これまで

協定を結ばなければ、本人なり保護者の同

意がないとそういうふうな連絡ができない

というふうなことも聞いてますけども、も

しそれが事実、本当であればやはり個人情

報との関係も絡んできますので、そのあた

りはクリアされてるかと思いますが、御答

弁のほどお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  この協定を結ぶまでは、やはり個人情報

保護条例の関係から、なかなか生徒の情報

を警察に伝えることも警察からその生徒の

情報をいただくこともできないというよう

な状況でございました。そこで豊能町の個

人情報保護審査会において諮問をいたしま

して、そこから御意見をいただき、個人情

報保護条例に照らしまして、外部提供をす

る際の判断基準等やガイドラインを明確に

示して、本人の権利・利益を不当に侵害す

ることがないように措置するという条件、

ガイドラインを設けてちゃんと運用しなさ

いということを御意見をいただきまして、

警察とこの協定を結ぶことについては問題

がないであろうということでお答えをいた

だいて、それを受けて警察と協定を結んだ

ところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  これも仮定の話で申しわけないんですけ

ども、警察から学校にこういうことがあり

ましたとかっていう連絡というのはある程

度想定つくんです。先ほど言いましたよう

に、よその地域で非常に非行的な行為をし

たですとか、薬物的なことあったとかとい

うことも想定つくんですけど、この学校か

ら警察というのがちょっと私自身が考えら

れないものでして、どういったことがある

のかっていうことを教えていただきたいこ

とと、それとお互い双方交換した情報とい

うのは、この情報の保管期間というのは決

められてるんでしょうか。そのあたりお尋

ねいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  まず警察からはやはり逮捕事案とかｺﾞﾊﾝ

事案等ございましたら、連絡が学校のほう

に入ってくるということを想定しておりま

す。学校から警察に何かあるのかなという

ことなんですけれども、一応我々といたし

ましては今のところまずないと考えており

ます。よほど、例えばＳＮＳの被害に遭っ

ている状況が確認できるので一度警察のほ

うで調べてもらえないかとかいうような相

談はあるかもわかりませんけれども、それ

以外にはほとんど、まず学校の中で、子ど

ものことですので対処いたしますので、警

察に御相談申し上げるということはまずな

いと考えております。 

  それから取得いたしました情報でござい

ますけれども、その情報につきましてはそ
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の子どもたちがその学校に在籍している期

間限りといたしておりますので、卒業した

時点で廃棄いたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  今の次長の答弁で、学校から警察へって

いうことはほとんどあり得ない。私もそう

だろうと思いますけれども、逆にこれまで

この協定の締結を早くしておけばよかった

なというふうな、そういったこと、豊能町

の中ではないと思いますけど、現実ありま

したか。逆に警察からもっと早い連絡が欲

しかったという意味では。なければないこ

とを願っています。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  私の経験上、そういう事例はなかったか

なと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で秋元美智子議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は１

３時といたします。よろしくお願いします。 

（午後０時１０分 休憩） 

（午後１時００分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、中川敦司議員を指名いたします。 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  一般質問、４番手の中川でございます。 

  今後の町の活性化に向けた私なりの提案

などを質問として取り上げました。どうか

よろしくお願いいたします。 

  まず初めに、通告書の（１）１２月議会

での一般質問の回答についての項目を質問

させていただきます。 

  昨年１１月に発生したユーベルホール前

の階段での転倒事故を受け、１２月の一般

質問で階段中央に細い手すりの設置が必要

ではとの質問をさせていただきました。そ

の結果、階段中央に細い手すりを設置する

との御回答をいただきましたが、その後の

改造状況、工事の着工状況等、お聞かせい

ただきたく思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  お答えいたします。 

  ユーベルホール前の階段についてでござ

いますけれども、２段ごとの手すりを中央

部分の円柱のところに両サイド、それから

ユーベルホールの東側、東方に設置をして

おります。国道側にある既存の手すりの下

側にも手すりを新設をしておりまして、こ

の工事につきましては３月２０日までの工

期で今やっておりまして、実際に工事のほ

うは完了を今現在しておりますけれども、

まだちょっと完了検査のほうは終わってな

いというような状況でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  ということは、手すりをつけて、あと１

２月のときにお話がたしかあったと思いま

すけども、一部、一番奥のところに何もな

い状態ですとんと何か落ちそうな、そんな

場所があったかと記憶しておりますが、そ

この部分については何か通れなくするから

使えなくするみたいな、そんなような御回

答あったような気がしますけど、そのあた

りはどんなふうになる予定なんでしょうか。 
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○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  １２月にもお答えをいたしましたけれど

も、その部分も手すり設置と一緒に侵入が

できないように侵入防止柵を設置しており

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  いずれにしましても安全性が保たれたの

ではないかということかと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  その次に、そのユーベルホールの階段の

転倒事故を受けて、ユーベルホール以外の

施設、そういったものについても同様の何

らかの危険箇所がないか、そういったこと

もあわせてチェックすべきではないでしょ

うかという御質問をさせていただきました。

その結果、他の施設についてもチェックし

たいとの御回答をいただきましたが、その

後、他の施設のチェック等はできておりま

すでしょうか。またそのチェックの結果改

善などを必要とする施設とかはございまし

たでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  部長会におきまして各部長に施設の階段

について危険性がないか点検するように依

頼をいたしまして点検の報告を受けました。

その結果でございますが、全て異常なしと

いうことで報告を受けております。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  全て異常なしということは、必要なとこ

ろには必要な手すりなどついているという

ふうな、そういうふうな結論というふうに

考えておったらいいんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  そのように受けとめていただいたら結構

かというふうに思います。安全性に異常は

ないという報告を受けております。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  わかりました。じゃあこの豊能町の各施

設において今後安全性は保たれているとい

うことなので安心をいたしました。ありが

とうございます。 

  では、続きまして次の質問に移りたいと

思います。 

  では通告書（２）の空き家の活用につい

ての項目に移らせていただきます。 

  我が豊能町では人口の減少が進んでおり

ます。人口の減少は空き家の増加という形

で表面化していると言えます。空き家は庭

の草刈りや庭の樹木の剪定など管理ができ

ていなく、周りの住民に悪い影響を及ぼし

ている実例もよく散見されます。また空き

家は長い期間放置されることで、外部だけ

でなく湿気などにより建物の内部からも傷

んでいきます。これらの空き家の弊害を減

らすにはやはり空き家を活用していくこと

と考えます。この空き家の活用方法につい

て質問をさせていただきます。 

  昨年１０月から新たな住宅セーフティネ

ットが始まりました。この住宅セーフティ

ネットでは空き家を賃貸住宅として子育て

世帯や高齢者への貸出促進を目的としたも

のになっております。高齢者が借りるよう

にするためにはバリアフリー化などの改修
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が必要となりますが、持ち主に対してこの

改修費用を国が補助したり、またこの制度

で入居が決定したときに一定の所得条件を

満たせば家賃の補助が受けられるような制

度も有しております。当然空き家を売却で

はなく賃貸化する必要がありますが、この

住宅セーフティネットの制度を生かして、

増加しつつある空き家の活用につなげては

いかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  住宅セーフティネット法の改正につきま

しては昨年の１０月に施行されたところで

ございまして、本改正後の一定の条件はあ

るんですけれども、空き家の利活用と住宅

確保要配慮者対策、これを包括するような

効果的な法律というふうに考えているとこ

ろでございますけれども、まだ制度がスタ

ートして時間もたっていないということも

ございまして、現時点では大阪府下でもま

だ登録が３４件というふうに聞いています。

入居者を見据えた福祉的居住支援の充実と

か、本町のほかの空き家利活用政策などの

調整、いろいろと課題はあるというふうに

認識しておりまして、町の置かれている状

況とかほかの自治体での制度導入の動向を

見ながら今後検討していく必要はあるとい

うふうには考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  ということは、今は他の周辺の実態の状

況も鑑みてということではありますが、い

ずれにしましても町としましてもこういう

ふうな制度もしっかりと活用していく、そ

して空き家の利用促進を図っていく必要が

今後なっていくだろうと、そのように考え

ておられるということでよろしいでしょう

か。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  空き家につきましては、こういった方法

のみならず、ほかのものもいっぱいあると

いうふうに認識しておりまして、平成１０

年に比べましたら今現在で町のほうで確認

させてもらっている空き家というのはやっ

ぱり倍以上、７００件程度、７０件程度ま

でふえているというふうなこともございま

すので、今後、ほかの施策も取り入れなが

ら、空き家についての対策は講じていく必

要があるというふうな認識をしております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  済みません、７０件という数字と７００

件という数字がありましたが、どちら。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  ７０件でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  実際、７０件という、済みません、その

数値というのは何をもとにしている、実際

はもっとたくさんという意味でもないんで

しょうかね。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  暫時休憩します。 

（午後１時１１分 休憩） 
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（午後１時１２分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  大変申しわけございません。平成１０年

の調査で約３５０件。平成２５年に調査し

ましたところ約７７０件というふうなこと

でございます。申しわけございません。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  正確な数字をありがとうございます。平

成２５年７７０件と７０件では何かえらい、

一桁数字が違うので、確かに７７０件であ

ればそのとおりかなという気がいたします

けども、この７７０というその数字はどう

思われてますか、行政側として。多いなと、

いや少ないなと、どう思われてますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  これは私個人の感想になるんですけれど

も、全体の住宅総数が8,６００弱のうちの

７７０ですので１０％ということなので、

これは多いというか少ないというかという

のは個人の感覚で決まってくるのかなとい

うふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  確かに多い少ないという判断、個人の感

覚でもというふうなことでしたけども、今

後やはりこの高齢化が実際進んでいるとい

うことから、当然この７７０という数字は

ますます当然何らかの手を打たないともっ

ともっとふえていく、そういう数字であろ

うかと思いますので、しっかりとこの空き

家の対策といいますか、有効利用といいま

すか、そういったものはしっかりとやって

いく必要があると思いますので、引き続き

どうかよろしくお願いをいたします。 

  続きまして同じくこの空き家を利活用す

るという、その一つの考え方といいますか、

ものを語らせていただきたいと思います。 

  空き家を学生に利用してもらってはどう

かという、そのような内容です。実は豊能

町と隣接する箕面森町には履正社スポーツ

専門学校ができております。野球場やテニ

スコートもございました。実は私、昨年の

夏だったかな、履正社スポーツ専門学校を

視察をさせていただく機会がございました。

建物内にはトレーニングルームがございま

して、しかも座学ができる教室もありまし

た。また、使ってはおられませんでしたが

食堂に厨房の設備も設置をされているとい

うのを見させていただきました。このとき

に学校の先生の方からいろいろ説明を受け

た内容ですけれども、グラウンド関係にお

きましては、今さっき言いましたけど、野

球場があります、テニスコートありますと

いう話がありましたが、さらにその横には

陸上競技用の４００メートルトラックのグ

ラウンドも増設をするという、そのような

考え方を持っておられて、しかも学生さん

ですね。学生の数も今後どんどんふえてい

くという、そのような考え方を聞かせてい

ただくことになりました。そこで、ここに

来られている学生さんの皆さんは一体どこ

から来られてますかというふうな質問をそ

こでさせてもらいましたら、箕面トンネル

ですね、あれより南側に住んでおられて、

阪急バスを利用してこのトンネル越えてこ

の箕面新町の学校まで通っておられるとい

うふうなことだったんです。学生は先ほど
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も申し上げましたけども、どんどんこれか

らふえていくというふうなことでもありま

すので、これらの学生さんに対し豊能町の

空き家を提供して住んでいただくようにし

てはどうかと思っております。当然一戸建

ての住宅の空き家の貸し出しのため、町が

家主から家を借り上げて学生さんに貸し出

すなどの方式の検討や、当然複数の学生で

シェアするという、そういうふうなことも

考える必要はありますが、このような学生

さんに対してこの空き家を提供するいうか、

使っていただく、そのようなことはいかが

でしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  シェアハウスの件でございます。平成３

０年度におきまして空き家・空き室を生か

したくらしシェアプロジェクト、こういう

名前のプロジェクトを計画をしているとこ

ろでございます。このシェアハウスにつき

ましては従前からいろいろ計画をしており

まして、事業者にもヒアリングをしてきた

ところでございますけども、その業者によ

りますとこのシェアハウスというものは、

単にシェアハウスということで例えば一戸

建てということになりますと、採算の面か

ら非常に現状では難しいというようなこと

であるようでございまして、また履正社の

ほうにヒアリングいたしますと、単なるシ

ェアハウスというのよりも、まかないつき

といいますか、そういうもののほうが親御

さんも安心なさるしというようなことも聞

いておったところでございまして、本町と

いたしましては、今、異世代シェア、異な

る世代のシェアですね。ということで、現

代版でいいます、昔で言う下宿でございま

すけども、現代版の下宿ということで準備

を進めているというところでございまして、

その対象は議員のおっしゃるとおり履正社

のスポーツ専門学校、そこの学生さんとい

うことで考えております。現在ホストファ

ミリー、要するに家を貸していただける方

のめどが立ちまして、履正社のほうと打ち

合わせもしておりまして、来年度にはパイ

ロットプロジェクトということで実施に移

す予定でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  来年度いうことは、もうまさに目の前に

迫っている３０年度というふうなことだと

思うんですけども、実際何軒いうか、どれ

ぐらいの利用の、今、予定があるんでしょ

うか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今、大体めどが立っておりますのは１戸

だけでございます。１軒ということでござ

います。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今年度は今のところ１軒かもしれません

けども、先ほども申し上げましたとおり、

今後学生さんがふえるいうことなのでどん

どん活用をしていっていただければと思い

ます。また、実際に学生さん、専門学校の

学生さんですので何十年もそこに住み続け

るという、そういうことにはならないとは

思いますが、例えその数年の間かもしれま

せんけども、この学生さんがこの豊能町に

住んでいただくことができると。この環境

のよい豊能町を学生さんに知っていただく

こともでき、やがてその方が卒業して社会
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人になってから豊能町に住んでいただける

可能性もありますので、そうなれば若い世

代への定住化促進にもつながると思います。

どうか今後とも空き家の利用の促進をよろ

しくお願いしたいと思います。 

  では、次の通告書３の森林の保全と活用

についてに移らせていただきます。 

  昨年１２月の一般質問で大阪府の森林環

境税の利用について質問をさせていただき

ました。大阪府の森林環境税は既に決定し

ている森林保全工事や自然災害対策に充当

されるものであり、残念ながら今から利用

することはできないとの御回答をいただき

ました。そこで今回は国が進める森林バン

ク制度、そして国が進める森林環境税につ

いて質問をしたいと思います。 

  まず２０１９年度より開始予定の森林バ

ンク制度についてです。森林バンク制度と

は、高齢化や後継者が不在などにより所有

者が管理できなくなった森林を市町村が委

託先となって管理を引き受け、その後市町

村が林業経営者などの担い手に管理を再度

委託する森林管理システムであります。そ

して国の森林環境税は納税者から1,０００

円ずつを２０２４年度から徴収し、森林環

境譲与税として自治体に配分され、その資

金を林業の担い手の育成や森林利用促進に

使っていく制度であります。この資金は実

は２０１９年度から先行して配付されるこ

とになっております。この森林バンク制度

と森林環境税をセットにして町内の森林の

整備に生かしていってはいかがでしょうか。

すなわち森林バンク制度で町が森林を預か

り、そして森林環境譲与税でこれらの森林

の整備費用に充当するという仕組みです。

いかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  森林環境税と森林バンク制度というもの

でございますけれども、国のほうで検討さ

れておりますのは平成３０年度の税制改正

の大綱で新たに創設される予定の目的税、

これは森林環境税でございます。森林バン

ク制度というのは、新たな森林管理システ

ムというものがございまして、森林管理経

営法という新たな法律を、今現在、国会の

ほうで審議されているというふうに聞いて

います。この森林バンク制度というのは森

林をお持ちの所有者の方が任意でといいま

すか、自分ができないからそれを市町村に

預けて、市町村が、もうかるような森林で

あればそれを委託するような林業家にお願

いする。儲からない森林の場合は市町村が

みずからそれを間伐したり手を入れて管理

していくというふうな制度になるようでご

ざいます。実際に平成３１年度からこの森

林環境譲与税というものが市町村に交付さ

れるわけなんですけれども、今の試算でい

きますと豊能町で約２００万円ちょっと程

度が３１年度に交付されるというふうに試

算しておりまして、２００万円でこれ何が

できるのかなというのと、それと新たな森

林管理制度、管理システムですね。これが

まだ政府のほうから、国のほうから詳細な

ことが決まっていませんので、今現在ちょ

っと検討するにも時期が早いかなというふ

うな気がしております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  いずれにしましても１９年度、すなわち

ちょうど１年ぐらい先になりますかね。そ

のころからお金がおりてくるということで

すね。先ほど金額的には２００万円ちょっ

とかなみたいなことをおっしゃっておられ
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ましたけども、これは１年間だけやなくて

多分ずっと続いていただけるものと考えて

おってよろしいんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  森林環境譲与税というのは平成３１年度

からなんですけれども、国全体では３１年

から３３年度までで４００億円、それから

３４年３５年度では総額で３００億円の森

林環境譲与税を都道府県とか市町村に贈与

するというふうに聞いておりますので、豊

能町は３１年から３３年度までは同じ金額、

３４年から３５年については1.５倍程度に

なるのかなというふうには試算しておりま

す。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  ありがとうございます。 

  ということは、今お伺いしたざっくりの

金額でいきますと1,０００万円を超える、

トータル的にはそれぐらいのお金が豊能町

におりてくるだろうというふうな、そんな

感覚でよろしいんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  ３１年から３年間で２００億円、３４年

３５年で３００億円ということですので、

大体1,０００万円ちょっと、５年間で1,０

００万円ちょっというふうな額になるとい

うふうに考えています。 

  以上です。 

（発言する者あり） 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  ごめんなさい。年間２００万円程度が３

年間と３００万円程度が２年間ということ

でございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  額的に大きいか小さいかは別にしまして、

そのような何年間かに分けて定期的にお金

をおろしていただけるということなので、

しっかりとこの豊能町のこの森林ですね。

活用いうか、おかしいですけども整備して

いけるような形で使っていっていただけれ

ばなと思います。私、調べました。豊能町

の面積は３４ヘクタールかな。そのうち森

林の面積は２２ヘクタール。豊能町の面積

の約３分の２は森林というふうな、そのよ

うな数字になっております。大阪市など都

会の地域には森林はほとんど存在しません。

したがって森林は都会の地域と比べて大き

な強みであると言えます。この強みである

森林を整備することは、豊能町の強みをさ

らに高めることになろうと思います。また

この森林バンク制度と森林環境税のセット

により森林資源の適切な管理が進み、地球

温暖化対策や森林の自然災害予防にもつな

がっていくものと考えます。この間もなく

始まる制度でございますのでどうか有効に

御活用いただきたいと思います。 

  では次に、木材利用についての質問に移

らせていただきます。 

  大阪府には木材利用促進基本方針がござ

います。この方針には公共建築物への木材

利用の推進がうたわれております。町とし

て木材利用の方針を策定し、町内の樹木の

利用促進を図ってはどうでしょうか。 

  ちなみに木材利用促進基本方針が策定さ

れている状況を示しているデータがありま

すので紹介をしてみます。近畿２府４県で
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は滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、こ

れは１００％です。すなわち全ての市町村

がこの基本方針を策定しております。お隣

の兵庫県、兵庫県は９３％、大半ほとんど

がもう策定をしておりますが、実は大阪府

は策定率が５１％、約半分の市町村しかこ

の基本方針を策定していないというふうな

結果になっております。このデータにより

ますと隣の能勢町や千早赤阪村も策定済み

となっております。この木材利用の基本方

針の策定、いかがなもんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  豊能町には木材利用の基本方針というも

のをつくっておりません。これは現在、将

来においてもですが、木材を使って建築す

るっていうふうな大きなものが予定がない

というのが一つと、もう一つは先ほども申

し上げましたけれども、森林事業自体採算

に乗るようなものがやっぱり難しい。特に

豊能町は急峻な山地が多いものですから、

この山地を実際もうかるような林業として

やっていくというのは非常に難しいという

のがあって、実際つくっていないというよ

うな状況でございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  どのような状況か、今御説明いただきま

したですけども、いずれにしましてもその

ような方針を出してはどうかというふうな

話でもありますので、確かに使い勝手が悪

いというようなこともあるんかもしれませ

んけども、策定をしていければと思います。 

  実は私が町内に住んでおられる方とお話

をした機会がございましたですけども、あ

る方は建築家の方で、どういう考え方を持

ってるかというと、その地元の樹木、その

木を使って家を建てるという、そういうの

を一つの考え方としている、そのような建

築家の方もございましたので、そういった

意味でやはりせっかくこんだけ木があると

いうふうなことですので、しっかりと活用

をしていければと思ってますので、どうか

よろしくお願いをいたします。 

  ちなみに既に資料として、私、今回掲示

をさせていただいていたかと思いますけど

も、鳥取県の日南町という町がございまし

て、そこが策定している木材利用の基本方

針というのを見つけましたので、そういっ

たものも今後策定されるようであれば参考

にしていただければと思いますのでどうか

よろしくお願いをいたします。 

  では続きまして、通告書（４）の交流人

口の増加策について移らせていただきます。 

  昨年１２月の一般質問で道の駅を取り上

げました。今回も引き続き道の駅について

の質問をさせていただきます。 

  先日の全員協議会において道の駅の概略

を聞かせていただき、駐車場のスペースす

なわち駐車場に駐車できる車の数は多くな

ければいけないと意見をさせていただきま

した。本日は販売する品物や店舗、また道

の駅のスペースの活用などについて質問を

させていただきます。 

  まず販売する品物についてです。実は私、

この１月に京都府の舞鶴市にあります道の

駅舞鶴港とれとれセンターに行ってまいり

ました。このとき舞鶴のまちは結構雪が積

もっており、歩道では除雪作業が見受けら

れました。舞鶴にはちょうど昼ごろに到着

しましたので、早速刺身の定食を食べまし

た。最高においしかったです。さらに夜の

おかずにと思ってタチウオとハマチを買っ

て帰りました。これまた刺身でおいしくい
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ただくことができました。この道の駅では

別な建屋で当然ながら野菜も販売しており

ました。今後また行ってみたく思います。

この舞鶴まで、私はその日国道を走って行

きましたが、所要時間は約２時間でした。

まもなく新名神高速が神戸まで開通します

が、高速道路を使えばもっと短時間で行け

ると思います。私は思いました。豊能町の

道の駅でも海産物を販売してはどうかと。

所要時間が短いため結構活用の価値がある

と思います。いかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  道の駅の構想につきましては構想の概要

版をお示しさせていただいたところでござ

います。その中にもありますように、道の

駅に併設する機能としましては、農産物・

特産物の販売所、レストラン、カフェを併

設する方向で検討を進めていくというふう

に考えています。これは先に実施しました

道の駅に関する調査でいただいた意見など

を参考としたものでございますけれども、

今後は別途審議いただきます道の駅設置準

備委員会、この中で決定しまして、最終的

には店舗の運営をしていただく者、これは

決定しますので、その中で議論していただ

くということになると思います。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  わかりました。 

  同じく続きまして、今度は店舗について

の質問させていただきたいと思います。同

じような答えかもわかりませんけども。 

  先ほど舞鶴でしたけども、私は別に京都

府の道の駅スプリングひよしというのがあ

りますけども、そこにも行ってきました。

ここは温泉がある道の駅でございます。温

泉については１２月の一般質問で取り上げ

て、ランニングコストが結構かかるという、

たしかそんなようなお答えがあっていい返

事はいただけませんでしたので、別な視点

でお話をさせていただきたいと思います。 

  この道の駅スプリングひよしではレスト

ランがございました。このレストランでは

宴会も可能というふうなことが書いてござ

いました。宴会といえば忘年会や新年会、

さらには職場の歓送迎会、今の時期ですけ

ども、または同窓会などいろいろな宴会が

ございます。このように宴会に利用できる

ようなレストランなどを設置することで交

流人口の増加を見込めると思いますが、こ

ういうことも今後検討してみてはいかがで

しょうか。当然アルコールが関係しますの

で最寄駅までの送迎システムなどの検討も

あわせて必要ではありますが、このような

レストランいかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  先ほどの御質問と同じように繰り返しに

なりますけれども、道の駅の設置準備委員

会、この中でそういった議論をしていただ

きまして決定していけばいいのかなという

ふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  さらにもう一つ、これも答えは同じだと

思いますけれども御紹介をさせていただき

ます。 

  この道の駅スプリングひよしでは、さら

にバーベキューエリア、そういったものも
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併設をされておりました。冬の時期は寒い

ためバーベキューの需要は低いでしょうが、

春から秋にかけてはバーベキューには最適

の時期であり、豊能町は自然環境のすぐれ

た地域でもありファミリーには大変喜ばれ

ると思います。このようなバーベキューエ

リアの設置も交流人口の増加につなげてい

けると思いますので、今後検討をお願いし

たいと思います。 

  では道の駅については以上でございます。 

  次は自然環境を生かしての交流人口増加

策について話をさせていただきます。 

  私の子どもが高校生のころ、よく学校へ

の送り迎えで、豊能町のこの高山を経由し、

勝尾寺付近を車で走行しておりました。そ

のとき感じたことは、サイクルスポーツ、

自転車ですね、に励む人が多いということ

でした。また、私の小学校時代の友人が伊

丹市に住んでおりますが、このサイクルス

ポーツに興じており、この豊能町を走行し

ているとのことでした。このことから豊能

町はサイクルスポーツをされる方からはも

しかして結構理想の場所なのかもしれませ

ん。 

  サイクルスポーツといえば京都府南丹市

の美山町です。この美山町では公道、公の

道ですね。この公の道を使ってのサイクル

ロードレースが開催されている場所であり

ます。早速美山町へ行ってまいりました。

地元でつくられたアイスクリーム、ソフト

クリームですけど、大変おいしかった道の

駅美山ふれあい広場があり、カヤぶき屋根

の家が並ぶかやぶきの里があり、そして山

や田畑に囲まれた環境、全く豊能町の風景

や立地環境と同じでした。だからこそ豊能

町を走行されるサイクルスポーツの方が多

いのではないかとも実感をいたしました。

この豊能町でサイクルロードレースなど開

催できるようにしてはどうでしょうか。そ

してサイクルロードレースなどを活用する

ことで、府道や国道などの道路の整備にも

つなげていくことができればと思います。

いかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  最近、国道４２３号を中心にしましたサ

イクリストがふえていることは、これは事

実でございます。特に妙見山とか高山、勝

尾寺を回るような、北摂地域ではヒルクラ

イムというふうな呼び方をされているよう

でございますけれども、これが人気のコー

スとなっておりまして、休日には多くの自

転車乗っていらっしゃる方が訪れまして豊

能町の自然を楽しんでいただいているとい

うふうに考えているところでございます。

ただ、新たに町内でロードレースを開催す

るということになりますと、コースの整備

とかあと安全面、それから地理的条件です

ね。それからコスト、こういったことから

考えますと、町のほうで開催するというの

は非常に困難であるというふうに考えてい

ます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  コストとか安全面という意味合いにおい

て町での開催はちょっと難しいかなという

ことの、今、お答えあったように思います

けども、そういったことがもしも何とか回

避できるようであれば、町としてもやって

みてはおもしろいんじゃないか、いいんじ

ゃないかというふうな意味合いと考えてい

いんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 
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  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  自転車というのは道路交通法上ではやっ

ぱり軽車両というふうに、車両というふう

に分類されますので、これ危険がやっぱり

つきものでございます。世界的に有名なツ

ール・ド・フランスとか、あいったふうに

なるようなものであれば大変なものだと思

いますけれども、やはり豊能町でやるとい

うのは余りにも地形が険しくて道路の整備

も完全にできているものではございません

ので、今後はそういったことも検討はする

必要はあるかもしれませんけれども、今現

在ではやはり非常に難しい、困難であると

いうふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  ありがとうございます。 

  じゃあそういうふうな状況なのでできな

いだろういうことなんですけども、わかり

ました。ありがとうございます。 

  じゃあ同じく自然環境を生かしての交流

人口増加策の第２弾として次のテーマに移

りたいと思います。 

  現在、ドローンに注目が集まっておりま

す。農業に活用したり地形調査に活用した

りなどさまざまな分野での利用が高まって

おります。それに対してドローンを飛ばせ

るエリア、場所ですね。制限があり、練習

場所も当然限られております。豊能町は山

が多い地域であり、比較的都会よりも練習

場所としては適合していると考えます。ま

た、山が多い環境のため、豊能町としても

防災や減災の意味でからもドローンの技術

は非常に必要かと思います。そこで戸知山

などをドローンの練習場として活用し、ド

ローン操縦の技術者の育成の場にしてみて

はどうでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ドローンの練習場ということでございま

すが、能勢町でも誘致をなさったというよ

うなことで聞いております。戸知山という

ことでございますけれども、戸知山も各種

の法の規制がございまして、施設の整備、

これは非常に難しいということはこれまで

もお答えをしてきたところでございますけ

ども、御提案のドローンの練習場につきま

しては屋外の施設というか、建物の整備等

が必ずしもなくてもできるのかなというふ

うに思いますので、戸知山の活用という面

においては有効な方法かなというふうに考

えます。今後とも戸知山の活用を考えてま

いりますけども、ドローンの練習場につい

ても一つの手段ということで検討はしてま

いりたいというふうに思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  ありがとうございます。ぜひとも、先ほ

ど戸知山の利用というのもありますけども、

本当にもったいないんでしっかりと活用し

ていただければと思います。よろしくお願

いいたします。 

  じゃあ次のテーマに移りたいと思います。 

  次に通告書の（５）の医療の充実につい

ての質問に移らせてもらいます。 

  現在、豊能町の東地区そして西地区、こ

れらを比較して大きな差が見られるものの

一つがやはり医療の問題かと思います。西

地区には多くの医院が集まっておりますが

東地区は役場横の国民健康保険診療所のみ

であります。しかも内科の診療日や診療時

間、これは月水金の午前のみと、たしかな
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っておりまして、東地区の住民の皆様から

は診療日をふやしてほしいとかいう、その

ような意見をよく聞くことがございます。

診療日をふやしたり診療の時間をふやした

りということはできないものでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  国保診療所の内科につきましては、議員

御質問のとおり月水金の週３、午前の９時

半から１１時半までということで２時間と

いう診療ですが、患者さんの数によりまし

ては１時ごろまではさせていただいている

ところでございます。あと、加えまして各

種予防接種についても１日設けさせていた

だいております。 

  今の御質問で、もう少し曜日とかふやせ

ないのかというような御質問でございます

が、今、御協力いただいている照葉の里箕

面病院からは、全国的に医師が不足してい

るという状況の中でございますが、医師の

手配がついたらもう１日何とかふやしてい

きたいというようなお答えをいただいてお

ります。これによりまして予防接種の時期

には予防接種も入れまして平日の５日間と

なる見込みもなくはないというような状況

が今の現状でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  実は私なりにもいろいろちょっと調査い

いますか調べてみました。その結果、ドク

ターの派遣や診療所そのものを運用すると

いうそういう団体が実際ございまして、ど

んな名前かといいますと、公益社団法人地

域医療振興協会という団体でございます。

僻地医療と言われるドクターがいない地域

などを対象としているようではありました

が、ドクターが不足している医療機関への

ドクター派遣も行っているようであります。

ちなみに大阪府では千早赤阪村が利用され

ております。千早赤阪村ではこの国民健康

保険国保診療所の運営をこの団体に委託し

ております。豊能町の東地区の医療の充実

のために活用を検討してみてはいかがなも

んでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  実は私も国保診療所指定管理についても

いろいろと調べておりましたところ、公益

社団法人地域医療振興協会というのは存じ

ておりまして、全国では７０ほどの病院そ

れから診療所など医療機関系について、指

定管理も含めて、先ほど議員がおっしゃい

ますような運営をなさっておられるという

ことで、関西では今おっしゃった議員のと

ころと、千早と、それからあとは明日香村

の国保診療所とかを、その分を担っておら

れるというのも承知をしてございます。 

  本町といたしましては、先ほども申し上

げましたけども、本町の窮状を察していた

だいて病院内のドクターの切り張りをして

いただきながら何とか地域医療のためにと

ドクターを派遣いただいておる照葉の里箕

面病院、北大阪医療生活協同組合でござい

ますが、これと今後どのような連携ができ

るか、それから充実ができるかというのを

まずは検討協議を進めているところでござ

いますので、ただ、これもいつまでも検討

するということはできないと考えてござい

ます。しかるべき時期にはもう少し幅を広

げて、東地区の唯一の医療機関であります

診療所、これの充実に向け前へ進みたいと

考えてございます。また、その際にはでき

るだけ近隣事業者がベターであると考えて
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ございますが、今、議員がおっしゃいまし

た地域医療振興協会、これの存在も視野に

入れて進めてまいりたいと考えてございま

す。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  どうか東地区の皆様のためにも、しっか

りとこの医療の充実、今後とも図っていた

だきたいと思いますので、どうかよろしく

お願いをいたします。 

  じゃあもう時間がございませんので、一

番最後の通告書（７）公園の活用、これに

ついて最後に質問させていただきます。 

  近年、公園で子どもが遊ぶのを見かけな

くなりました。子どもの人数が減少してい

るということは、習い事、子どもさんが習

い事という、そういうことによる時間がな

いため見かけないとも考えられますが、私

の小さいころは毎日のように公園の広場で

野球をしておりました。そして広場周辺の

民家や会社の窓ガラスをよく割ってしまっ

たという苦い思い出が残っております。こ

のように野球やサッカーなどはボールが結

構遠くまで飛びますので窓ガラスの破損な

ど民家への影響が大きいですが、例えばバ

スケットボールなどはそれほど遠くまでボ

ールを飛ばすこともないと思われます。そ

こで公園の広場の端っこなどにバスケット

ボールのゴールですね、こういったものを

設置してみてはいかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  近隣の市町におきましてもバスケットボ

ールというのは設置をされている公園があ

るというふうに理解しておりますけれども、

ただ、設置につきましてはゴール自身の安

全性とかそれからそれを管理する者、それ

からフェンスの設置などによりまして問題

があるのかなというふうに考えています。

町の今の既存の公園におきましては、やっ

ぱりこれはちょっと非常に設置が困難だと

いうふうに今は思っています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  はい。わかりました。 

  時間がきましたので質問を以上とさせて

いただきます。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で中川敦司議員の一般質問を終わり

ます。 

  この際、暫時休憩します。 

（午後１時５２分 休憩） 

（午後１時５４分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、小寺正人議員を指名いたします。 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ８番・小寺正人でございます。 

  今３月議会は盛りだくさんなテーマがあ

り、理事者側のやる気が感じられます。今

回、町政運営方針や豊能再指導計画を読ん

で感じることは、今までにない発想があり、

しっかりと取り組んでいるという認識を持

っております。行政の縦型組織に横打ちを

入れる、そういう新しい全庁的な推進を図

ったことが大いに評価できると感じていま

す。我々も多くの視察体験、日ごろから考

えてきたこと、町政に対して前向きに多く

のことを提案してまいりました。よりよい

豊能町のまちづくりのためによいところは

賛成いたしますし、悪いところは反対して
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まいりたいと考えています。今後とも是々

非々の立場で議論していきたいと考えてお

りますのでよろしくお願いします。 

  昔、私も会社におったころ、随分前です

けれど、職員が来ますと、提案しますと、

そしたらまず１回目はもう無条件でばんと

突き放しなさいと。それでまた２回目やっ

てくると、そしたら次は難癖をつけて追い

返しなさいと。それで３回目やってきたら

もう無条件でそれをやらせてみなさいと。

結果、責任は問わないと、そういうやり方

が経営者には必要だというふうに我々は聞

いてまいったわけです。私のことで申しわ

けないですけど、私も何回も同じことを言

いますので、諦めずに、別に反対しようと

思って反対してるんじゃなしに、取り上げ

ていただきたいということでやっておりま

すので、しっかりと聞いていただいて、よ

い提案であれば採用していただきたいと思

います。今回も豊能再始動計画の中にその

自治体クラウドの推進、取り上げていただ

きました。それから清掃業務の民間委託と

いうのも思い切って踏み込んだ提案もあり

ます。水道の企業団との統合、それから地

域公共交通のあり方の検討、これなんかは

多分若手職員の意見が通ったものと僕は解

釈しておりますので、これからも若者、若

い人たちに何かチャンスを与えてやってほ

しいなと思います。 

  豊能町の人口はいよいよ２万人を切った

ということでございますが、実効性のある

人口減少対策をそもそも持っているのかど

うかお尋ねいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  実効性のある対策というような難しい御

質問でございます。本町においてはもう何

回も申し上げておりますとおり、平成２８

年にまち・ひと・しごと創生総合戦略、そ

れとそのアクションプランというものをつ

くって実行しているところでございます。

このアクションプランにおきましては四つ

の項目を上げまして、地域ぐるみの定住促

進、農×観光戦略、つなぐ・つなげる場を

つくる、地域による戦略の推進というよう

なことで、住民の皆様とともに行政が後押

しをするというような立場を含めて取り組

んでいるというところでございまして、今

後２年間、平成３１年度までこの戦略は続

くわけでございますけども、まずはこのア

クションプランをあと２年、誠実に確実に

実施していくということで、議員のおっし

ゃる人口減少に歯どめをかけるというよう

なことにつなげていきたいというふうに思

っておりますし、またこのアクションプラ

ンが終わりました３年後でございますが、

３年後以降につきましてもこのアクション

プランを継承するような新しい事業を構築

していく必要があるというふうに考えてお

ります。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  これも何度も申し上げておりますが、合

計特殊出生率、１５歳の女性から４９歳ま

での女性が何人子どもを産んでいるかとい

う指数でございます。平均値でございます

が、現在、国勢調査のたびにそれが発表さ

れていると。一番新しいところで0.８人、

その５年前の国勢調査では0.７８、全国ワ

ースト２、これは何を意味しているとまず

認識しているかというのと、これに対する

改善策を持っているのかということでござ

います。よろしくお願いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 
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  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず合計特殊出生率が低いことは何を意

味をしているかというような御質問でござ

いますが、これは要するに、以前も私、お

答えをしたと思いますけども、豊能町の場

合、その出産年齢２０歳代、３０歳代の女

性が少ないということでございます。とこ

ろが一方で兄弟の数は多いということで、

出産なさる方は出産を、お１人ではなく２

人、３人と出産なさっているということも、

これ事実のようでございまして、要するに

子どもを産みにくい、育てにくいという環

境ということではなくて、結婚と同時に豊

能町を出ていかれてよそで出産なさってま

た帰ってきておられる方も多いというよう

な分析をしておりまして、合計特殊出生率

だけを見て豊能町が出産をしにくいとか、

豊能町は子育てをしにくいとか、そういう

判断をすることは間違いであろうというふ

うに考えておるところでございます。 

  この合計特殊出生率を上げる対策という

ことで御質問でございますけども、申し上

げたとおり、２０歳代、３０歳代の女性が

少ないということが一つの要因であって、

出産なさってからこちらに転入されている

ことはあるのかなというふうに思っており

ますので、要するに若い方が転出をしない

対策、若い方が転入してくださる対策、こ

れをすれば自動的に合計特殊出生率も上が

っていくものというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  これは全国的な傾向です。東京以外、東

京圏以外は１５歳から２４歳まではぐんと

減るんですよね。それは一つは学校の問題

ですかね。一つは仕事の問題ですね。それ

から一つは結婚して出ていくと。そういう

要因で減ると。これは全国どこも減ってい

るわけです。これを食いとめることは多分

できないと思います。ところが今度は２５

歳から３４歳のところはばんとリバウンド

するんですよね。それは大学なんかを卒業

されて戻ってくるとか、職につかれるとか、

よそから来てつかれるとかね。よそから結

婚して入ってくるとか、それから結婚して

たんだけど住まいが狭いからそれに合うと

ころ、進学いうか子どもたちを育てるため

に広いところを求めてやってくる。家の居

住面積が広いという意味ですね。そういう

リバウンドするところを通り過ぎると今度

は横にまっすぐいくと。もうふえもしない

ということなので、はっきりともう焦点を

当てないといけないですよね。この２５歳

から３４歳のリバウンドするところですよ

ね。それは何なのかということをはっきり

と認識してやっていけばいいのではないか

と私は考えているわけです。そしたらその

人たちが、豊能町持ち家比率が９６％です

かね。これ、家を買って入ってくるのはち

ょっと無理があるような気がします。それ

はお金持ちも中にはいらっしゃって入って

きはる人もおられるかもしれませんけど。

そうしたらやっぱり賃貸住宅というのが豊

能町にないと、何ぼ入ってきてくださいと

言っても入ってこれないわけですよね。そ

れを当てていくと。それを定住促進住宅、

これＰＦＩという手法を使って建設してい

るところが全国あるわけですから、そこへ、

有名なところは佐賀県のみやき町とかどん

どん人が入ってくると、そういう手法をち

ょっと研究なさったらいかがかなと思いま

す。民間よりも安い賃金を使って、とにか

く若い、今ターゲットにする人たちを焦点

合わしてやるということをやってみたらど

うかなと思いますが、いかがですか。 
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○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  小寺議員の御提案のこと、私、全く同じ

思いを持って、平成２８年度に住宅多様化

計画をつくるときに、その小寺議員の御質

問のようなこと、それを盛り込んだ計画に

しようと思いました。それで、そのマンシ

ョンとか賃貸住宅、集合住宅、これが豊能

町に少ないということで、その可能性につ

きまして、その計画をつくる途中に不動産

業界に聞き取り調査などをしたわけでござ

いますけども、そのときにもうマンション

などとか集合住宅の類につきましては既に

阪急電車とか鉄道の沿線にもう飽和状態で

あると。もう飽和状態で既に空き室も出て

いるような状況で、豊能町でそのような対

策を打っても豊能町にそのニーズはないと

いうような結果が出て、そういうようなお

話で、要するに金儲けにはつながらないと、

業界としてはですね、そのようなことでご

ざいまして、結局豊能町においてはその利

便性を求めるというような方々が豊能町に

お住まいになることは、これはないという

ような、そういう答えに至ったわけでござ

います。それで住宅多様化計画を言い直し

を、住まいの多様化というふうに変えまし

て、そういう計画をつくってきたというよ

うなことでございまして、賃貸住宅、集合

住宅、マンション、これを活用しても人口

増加策というものは今の豊能町には合って

いないというような判断をしております。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そう簡単に諦めたらもうこれもおしまい

ですわ。私はもうこれをやるには公共施設、

要するに税金がかからないと、固定資産税

かからないと。そうすると当然安く提供で

きるわけですよね。そしてその建てるのも

ＰＦＩという手法を使って長い契約をする

と。そうすると、個々にやるよりも安くで

きる、安く提供するというのが一つありま

す。 

  それから何でもってその人たちがやって

くるのか。一番いいのは教育ですよね。豊

能町の一番の強みは教育やから、これを何

とか結びつけてね。もうだから一つ、二つ

の話じゃなしに、三つも四つもくっつけた

ようなその案を出さないと来てもらえない

と思いますよ。 

  それで教育のところに入っていきますが、

１月３１日、教育委員会議、これで豊能町

の教育大綱を打ち出しましたと。ここで基

本理念、郷土を愛し未来を切り開く豊かな

心とたくましい体を育む教育力日本一の推

進、こういうふうにうたってるわけですね。

これはもう誰も文句のつけようのないキャ

ッチフレーズだと思いますが、教育力日本

一というのが多分伝わってないような気が

するんですね。何か僕もちょっと勘違いし

てました。生徒さんを、学生さんを日本一

にする教育だと思ってました。それで、そ

の教育力というのをインターネットで調べ

るとどうも違うようやと、これはね。その

教育力というのをちょっと説明していただ

けますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  教育力日本一というのは、町長のほうか

らそういう方向で教育を頑張っていきたい

ということでいただいた命題であるという

ふうに思っております。町長と私はひょっ

としたら違うかもわかりませんけど、私の
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所管としては基本的には教育力を上げてい

くためにはさまざまな要素があると思いま

す。一つは、私はまず第一に学校教育にお

いてはやはり先生の力というのは大きいも

のであろうと。したがって学力向上プラン

をつくりまして、先生方の授業力並びに指

導力を上げていきたいということで予算措

置をして学校の先生方に頑張っていただく

というのが１点。それから地域力というの

も大きな要素ではないかなと思ってます。

私のところの豊能町においては学校に支援

していただくボランティアの方々が大変多

くございます。これは多分他地域よりも多

いんではないかなと思っております。また、

さまざまな技術力を持っておられたり、技

能を持っておられたりする方々が子どもた

ちの教育にボランティアとして携わってい

ただいている。それも大きな力だろうと思

っております。それからそのほかにも青少

年育成協議会の方々、あるいは生涯スポー

ツの推進員の方々、本当にたくさんの方々

が教育に携わっていただいていると。そう

いう総合的な地域力、学校教育と社会教育

のその総合的な地域力をより高めるという

のが私は教育力というふうに認識をしてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  要するに教える先生の力を日本一にする

と、こういう意味ですよね。それなら納得

いたしました。どうしてそれを日本一を測

定するのかなと思ってましたけど、教える

先生方を日本一にする、こういうことやね。 

  それでその大綱の５番目に、保幼小中一

貫教育の推進と望ましい教育環境の実現と

こうあって、町立小中学校については一つ

にまとめて４・３・３制の一体型小中一貫

校を整備すると。私もおおむね賛成でござ

いますが、一部のところで賛成できないと

ころがありますので、それを今からまた議

論したいと思います。 

  設置場所が、現吉川中学校敷地及び周辺

地等とすると。これについて私はこの場所

にこの学校を建てるんじゃなしに、文教地

区というのは別に静かなところに建てたほ

うがいいわけですよね。あそこは道路を挟

んで商業地域、道路を挟んで文京地域、ち

ょっと何か合わないような気がします。そ

こはみんなが集う場所にしたほうがいいの

ではないかと、吉川中学。もうそこしか多

分ないと思いますねんね。もうあと学校は

山の上にあったりとか、外れにあるわけや

から、もうここを公共用地として使えると

したらもうこの場所しかないわけです。豊

能町発展のために、この場所にさっきのＰ

ＦＩ使って特定賃貸住宅を建てる。これは

公営ですけれど、福祉住宅じゃなしに、福

祉住宅は年１５０万円以下の人しか入れな

い。じゃなしに、逆に１５０万円以上の人

しか入れない、そういう特定住宅を建てて、

佐賀県のみやき町は７万円ほど普通だった

らするところを５万円にして貸し出したら

もうばんばん来ますと。もう満室ですとは

っきりおっしゃっている。佐賀県で人口が

ふえてるのは我がみやき町と鳥栖市だけで

すと、物すごい鼻息が荒かったです。そう

いう、豊能町発展させる場所に使うほうが

いいのではないかとずっと考えているわけ

です。再始動計画と同様に、教育委員会だ

けで決めるんじゃなしに、もう少し横軸を

入れてプロジェクトチームを立ち上げて、

もう少し検討して豊能町の全体を考えて、

部分的に教育だけをとったらそれでいいの

かもしれないけど、全体、豊能町っていう

町が発展できるかどうか、ここにかかって

いると思うので、何とかもっといろいろな
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人の意見、地域の人の意見も聞いて、まち

づくりの観点を持って議論する必要がある

と考えておりますがいかがですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  西地区の中心地というようなことでござ

いまして、吉川中学校にこのたび教育大綱

ではそういう方針でということで発表をさ

せていただいたわけでございます。この西

地区の中心地である吉川中学校周辺でござ

いますけども、議員とは私、考え方が違い

まして、まちづくりの観点からも町政の関

係上も住民生活の上からも適地であるとい

うふうに考えておるわけでございます。保

幼小中一貫校を今後考えておるわけでわけ

でございますけども、それと合わせて、今、

議会にを示しをしております附属機関、公

共施設再編検討委員会等も置きますので、

学校、こども園、それから公共施設、それ

からまちづくりと住民の利便性、これらに

ついても総合的に判断をしていきたいとい

うふうに思っております。また、吉川中学

校周辺ということに決めましたのは、やは

り子どもたちの通学のこと、これも考えて

おりまして、西地区の子どもたちについて

は歩いて通っていただけるというようなこ

ともありますので、今の吉川中学校の周辺

がその点においてもふさわしいであろうと

いうような考えでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  歩いて通えるというところでは真ん中だ

から歩けんことはないですけど、私が住ん

でおります新光風台から子どもたちが中学

校へ通うのにやっぱり４０分ぐらい歩いて

ましたよね。４０分ぐらいね。阪急バスに

対してその補助金を出すぐらいなら、もう

歩いて３０分以上と言ったら２キロメート

ル以上ですかね。２キロメートル以上の人

はもうバスに乗ってもらっても、路線バス

が走ってて、路線バスにもいい影響を及ぼ

すのではないかと考えています。 

  また、これはまた別の話ですが、保育

所・幼稚園について東西両地区に認定こど

も園を整備する、これは私も賛成でござい

ます。しかしながらその保育所・幼稚園を

公営で運営するっていうことはもう時代錯

誤になっていると、そう考えています。

我々いっぱい視察しましたけど、今どき公

立の保育所、公立の幼稚園をつくるなんて

ことは考える人なんかいないでしょうって、

我々視察して言われてますもんね。そんな

あり得へんですよと。そんな考える人おり

ます、ぐらいな感じでしたよ。保育所・幼

稚園を民営化するっていうことは、もう時

代の流れ。民営化の動きは全国各地で起き

ているのであって、豊能町だけそれをあら

がうというんですか、その流れに、そうい

うことはちょっと難しいんじゃないでしょ

うかね。民営のその保育所・幼稚園には建

設費、これに対しても手厚い補助金が出る

し、運営費に対しても手厚い補助金が出ま

すよね。半分は、２分の１は国がもってく

れる、４分の１は大阪府がもってくれると。

残りの４分の１を豊能町がもてばいいわけ

ですよ。そういうことですので、行財政上

のメリットも十分あるわけです。民営のほ

うが公営よりも実際に人気もあるわけです。

これどこ行ってもそう言われます。なぜ民

営化を検討しないのか、みんなにわかりや

すくちょっと説明してもらえますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 
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  お答えいたします。 

  今まで議会のほうで小寺議員の御質問に

お答えしておりました。民営化について本

町の条件的になかなか厳しいということで、

これは本町としては現在考えておりません

という答えをさせていただきました。それ

は一つは、やはりさまざまな条件を考える

上においては、一つは子どもの数の多い、

あるいは今後少なくなっていく、あるいは

一定であるかというふうなことが１点。そ

れからいわゆるその地域内に私立の民間事

業者がいるかどうか、あるいはまた私ども

の今持っている先生方の処遇、それからそ

の後の、やはりもし、民営でありますので、

なかなか経営が難しくなれば撤退されると

きの状況、これをどのようにしていくかと

いうことで、我々も他の市町、いわゆる民

間を導入しておられるとこも十分把握した

上で、最終のいろいろな結論を持っている

わけでございまして、決して全くはなから

そういうことでなくて、一応そのような

我々の条件を加味した上で判断をしておる

ということを以前申し上げたとおりでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ４年前のちょうど４月だったと思います。

５月か。北海道へ行きました。一つは基礎

学力保証条例というのを制定した釧路市と

いうのを行きたいということで、そっち方

面探してたんですけど、その中に保育所の

民営化っていう話が出てきたわけです。２

カ所、ついでに行ってまいりました。その

ときに初めてその民営化というのがどれだ

け安くできるのかというのを教えていただ

いて、我々も九州に行ったり千葉に行った

り、それから四国にも行ったり、当然大阪

も行ってるわけですけど、行って、その言

ってることがほんまかどうか確かめたわけ

ですよ、ちゃんとね。何カ所も行った。だ

からでたらめなことを僕らは言ってるつも

りはないので、教育委員会に一体幾らでで

きるんですかというのを、１年かかって保

育所と幼稚園のコスト計算をやっていただ

きました。その結果がどうだったのかとい

うと、豊能町立の幼稚園・保育所・こども

園３園の運営に豊能町が３億5,０００万円

かかっています、負担していますと。保護

者が支払っている保育料が5,６００万円で

すと。ここまで出てきたわけですね。これ

が完全に民営化であったとしたら豊能町の

負担は幾らでできるんですかというと9,０

００万円でできますと。そこまで答弁いた

だきました。３億5,０００万円マイナス9,

０００万イコール２億6,０００万円の差額

が出るのねと。そういうことやということ

で、それならそれを使ったら5,６００万円

支払っていただいている保護者の保育料も

無料にできるよねと。そういうことで去年

でしたかね、ことしも委員会で行こうと思

うんですけど、守口市が、同じ手法かどう

かはちょっと違うかもわかりませんが、保

護者の所得制限なしで完全無償化、０歳児

から行っているということを聞きつけて行

ってきたわけですけど、だからやろうと思

えばそういう手法を使えばできるのではな

いかと考えているわけです。お金がない、

お金がないって言うならこの方法を一度や

っぱり検討してみて、できないんじゃなし

にやろうとせえへんからできへんのじゃな

いかと僕らは思ってる。行政経営の観点か

ら加味しながら、その地域の人の意見も聞

いてみて、民営化の議論をもう１回してみ

たらどうですか。いかがですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 
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  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  私の立場、財政を預かる立場でございま

す。その点だけで申し上げますと、小寺議

員のおっしゃってることは正しいのかもし

れないです。一方で私、総合政策といいま

すか、そっちも担っておりますし、人事も

預かっているというようなことでございま

して、民営化をすると今度は職員が余って

くるという、そういう側面があって、その

余った職員をどうするかということも考え

なければならないですし、先ほども教育長

がおっしゃったとおりで、子どもの教育に

とって、民間ならばもしものときは撤退す

るかもわからないという、こういう危惧を

するということも非常によくわかるわけで

ございまして、当然のことながら私も財政

を担っておりますから、小寺議員のおっし

ゃるようなことは十分試算はいたしました。

そうするとこども園化をするだけでたくさ

んの財政が浮いてくる。それはもう間違い

ないことでございますけども、先ほど言っ

たように余った職員、この処遇だけで、例

えばですけど労使折半分の共済費も入れる

と１人当たり８００万円だとすると、今、

３０人ぐらいおるんですけど、２億4,００

０万円の人件費、これが毎年要るわけで、

そのお金はこども園化をして民営化をして

も浮くお金ではないわけです。ですから民

営化をしたからといって浮いたお金が人件

費として消えていくかというと、人件費は

残っているという、そういう難しい計算も

一緒にしていくと、決して民営化が財政上

全て得ということは言い切れないという結

論も一方で持っていて、非常に難しいこと

ですが、今は先ほど教育長が答弁なさった

とおりの考えで町は進んでおります。 

○議長（橋本謙司君） 

  内田部長、こども園化言わはったけど、

民営化の間違いやね。 

（発言する者あり） 

○議長（橋本謙司君） 

  ということで、議事録はそれでお願いし

ます。 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  職員の処遇の問題でございますけど、一

つを民営にして一つを公立のまま残して、

例えば１０年ぐらいたって変えるという方

法もあることはあると思うんですよね。や

り方次第であるのではないかと思います。 

  次に水道の問題、これも私、平成２２年

度からずっと取り上げてきて、おかしいな

おかしいなとずっと思いながら見てきたわ

けです。何がおかしいのかが初めは全くわ

からなかった。決算書ですかね、ＰＬ／Ｐ

Ｓを見てもわからない。どこがおかしいの

か初めはもうわからんけども、図書館に行

ったらあったんですよね。１５年分ばっと

あったから、こんだけあるんだなと。大体

この辺がおかしいんちゃうかというところ

をだっと書き並べてみたわけですよ。ほな

だんだんとわかってきたんだけど、それに

しても何かおかしい、自分が納得できへん

わけです。それで値上げ、現金がふえてい

ってるのに損益計算上赤字がふえていくと。

何でこんなことが起こるのかもう納得でき

へんわけです。逆と違うのということで、

割と長いこと、８年間頑張ってきたですよ。

４年前は減資を実際に行ってもらいました

し、修繕引当金も戻し入れしてもらって８

億円の利益を、ただ数字を利益に変えただ

けですけど、５億1,０００万円ぐらいあっ

た累積赤字を一気に消してもらったんだけ

ど、また赤字になってくる。何でなんだろ

うとずっと不思議でしょうがなかったわけ

です。 

  余り時間がないですね。 
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  どうしたらこれ問題解決できるのかなと

思って、千早赤阪村も行ってみました。そ

うしたら千早赤阪は８億8,０００万円かな、

１０年間出して赤字を抑えるとちゃんと書

いてあるんですよね。書いてあるのもらい

ましたけど。そういう手もあんのやねと思

って、それはいろいろなとこをまた訪ねて

みました。どうもその豊能町もそれを一時

は考えたことが、どうもあるようなニュア

ンスで受け取りましたけどね。要するにど

うも平成１７年度の簡易水道を水道会計に

くっつけたときに１７億円の資産と借金、

これを水道にくっつけたもんやから、そこ

から急速に悪くなったという、何か表を見

たらそうなってるからそうじゃないのかな

と思いながらずっときたわけですよ。これ

そういう認識でまず間違いないのか、おか

しいのか、まずそれをちょっと答えてもら

えます。その認識が間違ってるのか。 

○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午後２時３０分 休憩） 

（午後２時３０分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  今の小寺議員のお尋ねは、簡易水道を統

合したから水道の事業が会計が悪化したと、

そうではないかということでございますが、

確かに簡易水道を統合しまして、簡易水道

が持っておりました負債あるいは減価償却、

これがふえたのも一因ではございますが、

決して簡易水道を統合したからといって水

道事業が悪化したのではなく、そのほかに

も企業団、当時は府営水ですね、府営水の

導入事業もやってましたし、それを東地区

だけではなく西地区への延伸もやっており

ますし、古江浄水場の改修工事もあります。

ですから水道事業の経営悪化したのは簡易

水道統合したからということではないとい

うことで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  簡易水道を統合したのと、それから池田

水ですかね、古江のあそこに共同で事業を

やっていると、負担金がそこに毎年平均5,

５００万円ぐらいずつ負担してるんですよ

ね。そこらがその原因だと、そうとったら

いいですかね。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  答弁させていただきます。 

  池田からの水の件でございますけども、

これにつきましては豊能町の水道事業創設

当時から池田から、古江浄水場で取水・浄

水していただいた水を送っていただくとい

うことで水道事業を始めておりますので、

その池田市の分が負担、改修工事につきま

しては負担でございますけども、それを見

越して水道事業を起こしたものでございま

すので、それと簡易水道につきましても個

別に管理をするよりも水道事業のほうに統

合して一緒に経営をしていくほうが合理的

であるということで判断して行ったもので

ございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  それでは最近の話ですけど、またその資

料を見にいったときにたまたま図書館で見

つけた資料があります。それを皆さんのお

手元のところにお配りした資料ですけど、

この週刊ダイヤモンドっていうこの本なん
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ですね。ぱっと見て、あ、そうなんだと思

ったのがキャッシュフロー計算書というの

出てるんですよね。まだ３回しか出てない

ですけどね。これから何かわかるんじゃな

いの。キャッシュフロー計算書いうのはう

そつくことができないんですよね。という

のは、お金の出し入れの問題なので必ず出

し入れがわかるようにできてるんですよ。

豊能町の平成２６年度、２７年度、２８年

度のキャッシュフロー計算書がどうなって

るのかを見てみたら、業務活動によるキャ

ッシュフローがプラスになってるんですよ。

ということはＰＬ上というか損益計算上プ

ラスなんですよ。キャッシュフローはです

よ。それから投資活動によるキャッシュフ

ローというのがマイナスになっている。財

務活動によるキャッシュフローがマイナス

になっている。それは一体何なのというと、

さっき見ていただいたところに、１番のと

ころになるんですね。 

○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午後２時３４分 休憩） 

（午後２時３４分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  業務活動によるキャッシュフローがプラ

ス、投資活動によるキャッシュフローがマ

イナス、それから財務活動によるキャッシ

ュフローがマイナスというのは健全型経営

ですと書いてあるわけです、その本にはね。

そうしたら健全なんだったら値上げする必

要はなかったんじゃないのというのが私の

言い分ですけど、いかが思いますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  答弁をさせていただきます。 

  確かに今、小寺議員がおっしゃった資料

につきましては、けさいただきました。た

だ、まだこの内容を精査してませんので答

弁は、正確な答弁はできませんけども、こ

こに書かれています企業のキャッシュフロ

ーでございますが、これは一般企業でのキ

ャッシュフローというふうに捉まえますと、

公営企業のキャッシュフローの考え方とは

若干異なる部分があるのではないかと思い

ます。要するにこのキャッシュフローの中

に入ってくる数字ですね。どこの数字がど

ういう形で入ってくるかということにつき

ましてはやはり公営企業ですので、前から

も小寺議員のほうには御説明させていただ

いてますけども、一般の企業会計と公営企

業会計では会計手法が異なるということは

御理解をいただいていると思いますので、

これにつきまして精査してみないと、単に

この資料をもとに健全であるということで

あるかどうかというのは判断できないとい

うふうに思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  このキャッシュフロー計算書は新公営企

業会計に変わってから出てきたもんやから、

企業会計に非常に近いんですよ。以前より

ずっと近い。せやから全く違うもんである

ということは多分それには当たらないと思

います。私ももうちょっと勉強してみたい

と思いますんで、またこの話は次回でもや

りたいと思います。 

  以上で私の一般質問は終わります。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で小寺正人議員の一般質問を終わり

ます。 

  この際、暫時休憩します。再開は１４時
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５０分とします。 

（午後２時３８分 休憩） 

（午後２時５０分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、寺脇直子議員を指名いたします。 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  議長より御指名をいただきましたので、

これより一般質問をします。 

  豊能町は少子高齢化により、現状であれ

ば５年後１０年後、さらに生徒数が減って

いくと考えられます。私も東能勢小学校、

東能勢中学校の卒業生ですけれども、母校

が今後どうなっていくのか非常に危惧して

おります。先日の全員協議会では平成３５

年開校に向けて施設一体型小中一貫校につ

いて説明がありました。施設一体型小中一

貫校の教育目標、豊能町の子どもたちの教

育力向上のために先進事例をどのように進

めていく必要があるのか、豊能町の５年後

を見据えた教育振興対策についてどのよう

にお考えなのかお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  本町は子どもたちの減少ということでい

ろいろ課題があるということを認識をして

おります。ただいま御質問がありました５

年後、１０年後、どのような先進事例をど

のように進めていくかということで御質問

でございました。私たちとしましても先進

的な事例を十分に研究しながら、また視察

をしながら、そういうことを取り組んでま

いりたいと思います。今、御説明しました

けれども、平成２８年の６月からソフト面

においては保幼小中担当者会を立ち上げて、

目指す子ども像の作成とか、豊能学の創設

とか、そういうものを学習面あるいは生徒

指導面で多面的に検討してまいりました。

今後とも小中一貫の方針を出させていただ

きましたけども、それを５年後、１０年後

を見据えて、子どもたちにとってよりよい

教育環境をつくってまいりたいというふう

に思っております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  今回、具体的に小中一貫校を進めていく

ということですごくいいことだと思ってい

ます。敬意を表します。施設一体型小中一

貫校を推進している先進事例なんですけれ

ども、今現在でも教育力に魅力を感じる若

いファミリー層がふえているという特徴が

ありまして、もう既に何千人も収容できる

ような用地を買い足しているという先進事

例、そういう学校もありまして、まちの教

育力が一つのブランドになっているという

ことです。豊能町も他市町村におくれをと

らないように、豊能町独自の教育魅力は何

なのか、また教育振興対策を進めることで

豊能町の子どもたちの教育力もこれまで以

上に上がり、豊能町の教育力が一つのブラ

ンドになると思います。町外のファミリー

層が豊能町の教育力に魅力を感じて豊能町

の教育を受けたくなるような教育振興対策

を今後とも検討してほしいと思います。豊

能町の小中一貫校はどのような学校運営と

体制を考えているのかお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  教育委員会議で小中一貫教育についてこ
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れまで長年にわたって検討してまいりまし

た。また、保護者並びに地域の住民の方々

にも協力を得まして審議会をつくりまして、

いろいろな教育内容も検討させていただき

ました。そこでいろいろな案がありました

けども、小中一体型ということで今回町長

のほうに報告をさせていただいて、教育大

綱でそういう方針が出ました。私たちとし

ては小中一貫教育を取り組む中身の一つと

しては、教育、小学校中学校、教育課題の

義務教育の間を一つの連続性の教育として

捉えてまいりたいというふうに思っていま

す。しかしながら現状を考えますと、やは

り子どもたちの育ちの中で、まずは小学校

１年生から４年生までを前期とし、小学校

５年生から中学校１年生までを中期とし、

中学２年・３年を後期として４・３・２制

に分けて、前期を基礎・基本の習得期、そ

れから中級を既習内容の活用期、後期を発

展・応用の学習期としていくような形をと

り、それから学級多様性ということから教

科担任制を今まで小学校・中学校という分

け方をしておりましたけれども、中期の間

に教科担任制を少しずつ導入して、より中

学校と小学校をうまく融合させるような形

をとってまいりたいというふうに思います。

また、豊能学というのも現在検討しており

まして、豊能町のよきところ、自然、文化、

歴史、産業、そのようなさまざまなところ

を東西ともども豊能町に誇りを持つ子ども

たちを育成するために行ってまいりたいと

いうふうに思います。現在進めております

学力向上も当然その中に入ってまいってく

ると思っております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  前期・中期・後期の小学校と中学校を融

合させるというところがこの小中一貫校の

非常にメリットのあるところでして、先日

の全員協議会で小学校と中学校にそれぞれ

校長を置くというようなことをお考えだと

いうことで説明があったんですけれども、

小中一貫校は小学校と中学校を融合させる

教育というところが最大の魅力でして、小

学校と中学校の校長をそれぞれ置くと、学

校運営とかそういったことで非常に物事が

進みにくいというデメリットがあるという

こともお伺いしてます。 

  例えば先進事例として大阪府下の近隣市

町村の小中一貫校では、職員室が１年生か

ら９年生の小学校・中学校の職員が分け隔

てなくワンフロアの職員室で前期・中期・

後期で分かれていて、校長１人に対して９

年生の学校で、校長１人に対してそれぞれ

計３名、副校長を１人ずつ置いていて、小

学校・中学校に壁をつくらない。校長トッ

プが１人ということで９年間の連続した教

育課程を展開することができて、小学校・

中学校の教職員が常に交流することもでき

る。そして日常的に指導方法の共通理解も

図ることができて、９年間の前期・中期・

後期と一貫した指導を確保できる。また９

年間で校長１人で、そのかわりそれぞれ３

名副校長を置くことで、小学校から中学校

まで一貫教育の中で学校運営も効率よくで

きて運営することができるということと、

校長を１人とすることで小中一貫教育の一

貫性と効率性と小学校・中学校での生徒指

導の体制づくりもスムーズになるメリット

があるとお伺いしてます。１年生から９年

生までがともに過ごすことで、子どもたち

は自然と９年間の中でその将来のゴール、

将来の目標を見通せて、自分の将来の姿を

明確にイメージして明確な目標を持つこと

ができます。例えばその学校運営や授業に

ついて小学校教員の指導方法のいいところ
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と、子どもの思考をもとにした授業展開、

小グループの学び合いで発表機会の充実な

どを、小学校のその発表機会の充実とか、

そういった学び合いについて中学校教員が

参考にすることもできる。授業を改善して

小中の授業の違いが減っていく。また子ど

もたちが中学校に進学したときに戸惑うこ

となくスムーズに学習できるメリットがあ

ります。今後、豊能町も施設一体型の小中

一貫校ならではのメリットを最大限に生か

してほしいと思います。いかがでしょうか。

お考えをお伺いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  質問が多岐にわたりました。ただ、基本

的な考え方については、今、寺脇議員がお

っしゃった内容については、先進校につい

て私も何度か行かせていただいて学ばさせ

ていただきました。本当にその辺を、まだ

今回は方針ということでございますので、

中身については事細かにということはなか

なかしておりませんけれども、しかしいろ

いろな方々によい事例を参考にしてよい学

校をつくっていくという気持ちには全く変

わりはございません。今、言われました学

校長の１人体制とか、あるいは職員室を一

つにとか、あるいは小学校のきめ細やかな

指導と中学校の専門性のある指導というの

を融合させていってはどうかということ、

その辺についてはさまざまな内容をこれか

ら十分検討してまいりたいというふうに思

っています。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  事細かなことはこれから検討されるとい

うことなんですけれども、給食なんですけ

れども、自校式の給食ということでお伺い

してるんですけれども、どのような形で考

えておられるのか。今お答えできる範囲で

お伺いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  給食については基本的には自校方式でや

っていこうという教育委員さんの全体的な

考え方は一致しました。豊能町においても

さまざまな給食についての課題もございま

す。そういうことも含めて、まだ具体的に

計画を立てたというとこではございません

けど、大枠そういう方針でいこうというこ

とで今後きちっとした計画のもとにやって

まいりたいというふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  学校給食は自校式であると独自に配置も

できますし、例えば献立作成委員会とか豊

能町の野菜で地産地消で給食をつくること

も可能だと思います。また、施設一体型小

中一貫校とか新たに施設を建てるというこ

とであれば、給食自体も、教室だけでなく

サンルームを兼ねたそういうランチルーム

などで複数学年で混合で給食も食べること

も可能だと思いますので、そういったこと

も含めて自校式の給食についても今後いろ

いろと検討してほしいと思います。 

  次の質問に移ります。 

  施設一体型小中一貫校のメリットですけ

れども、小学校から中学校３年生まで９年

間継続的に学ぶことができることです。小
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学校から中学校３年生まで一貫して学力、

体力、生活習慣を毎年調査するようなステ

ップアップ調査などを取り入れることは考

えているのかお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  学力、体力、生活習慣等を客観的に調査

するステップアップ調査をするのかどうか

という御質問でございますけども、現在共

通して学力生活状況を調査するものとして、

毎年全国学力学習状況調査がございます。

体力をはかるものとして、全国体力運動能

力運動習慣等の調査がございます。また、

若干違いますけれども大阪府のチャレンジ

テストというものも中学校１年生から３年

生まで対象として行われます。これらのも

のを調査の結果を十分活用して客観的に子

どもたちの実態を把握して、問題解決のた

めの分析や対策を、現在、豊能町では行っ

ております。そういうふうなことを考えま

すと、また新たに独自のものをやるという

ことは子どもたちにも先生方にもさらなる

負担をかけるんではないかなという、現在

その全国学力状況調査とか体力テストとか

あるいはチャレンジテストとかそういうも

のも十分活用できるのではないかというふ

うなことを考えまして、今のところ導入す

る考えはございません。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  既にいろいろ調査されているということ

なんですけれども、施設一体型小中一貫校

の教育のメリットとして、小学校から中学

校まで９年間連続して継続的に子どもたち

の生活習慣であったり学力や体力を毎年客

観的に調査することが可能になるというこ

とが最大のメリットがあると思います。例

えばその生徒個人のデータがあれば、クラ

スがえがあっても経年変化を追い続けるこ

とができますし、先生の指導結果も客観的

に把握することが可能になります。教師が

変わっても生徒個人のデータを見ることが

できるので、子どもたちの教育というのを

９年間連続して客観的に調査することがで

きるので、ぜひ豊能町でも、先生方の負担

になることですけれども、またそういった

新しい調査も取り入れていただきたいと思

います。 

  それでは次の質問に移ります。 

  太陽光発電問題について、豊能町の財産

は山並み、農地などの自然環境と景観です。

太陽光発電は森林を伐採したり農地を転用

して設置される場合があり、豊能町の財産

である山並みや農地の景観を守り、景観を

阻害する可能性の高い太陽光発電の設置を

規制する必要があります。未来永劫豊能町

の財産である自然環境と景観を守っていく

ためには、豊能町の山並み、山林や農地の

景観を阻害する太陽光発電の設置を規制す

る条例を制定すべきですが、どのように考

えているのかお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  本町につきましては、前回もお答えをし

ておりますとおり、繰り返しになりますけ

れども、今後新たに町内に設置される発電

施設に対しましては、まずは電気事業者に

よる再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法、それから同様の施行令とか

規則、それとか資源エネルギー庁が作成し

ました事業の計画策定ガイドライン、こう
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いったものを設置者が遵守されるというふ

うに理解しております。 

  お尋ねの、本町において新たな条例の策

定については現在のところ設置予定はござ

いませんけれども、全国にはさまざまな条

例等の設置状況があることは理解をしてお

ります。直近であれば箕面市さんがこの３

月の議会に条例を上程されているというふ

うにお聞きしておりますし、今後も再生可

能エネルギー電気の調達に関する特別措置

法を初めまして、関係各法とか地方自治体

が策定する条例との関係性も含めまして検

討していきたいというように考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  既に豊能町ではもう既に太陽光発電のト

ラブルが起こっています。新光風台のあの

４丁目の山並みに宅地造成等規制法という

法律に違反して無許可で大量の残土が搬入

されて、その上に大規模な太陽光発電が設

置されています。また兵庫県川西市に計画

中の施設でありますけれども、隣接する豊

能町の住民が防災や景観の阻害等の点を懸

念して設置自体に反対しているという事案

を抱えています。この太陽光発電トラブル

により、新光風台の山並みの景観ですね。

新光風台の山並みの景観は破壊されていま

すし、昨日、雨風が非常に強かったんです

けれども、住民は土砂災害、突風災害を初

め公害、騒音、交通被害、反射光など、い

ずれも非常に不安に思っておりますし、早

期に解決してもらいたいと願っています。

豊能町自体も、政令市から豊能町に引っ越

してきた方というのは非常に豊能町の自然

環境に魅力を感じて町外からこちらに引っ

越してきている方が多数おられるんですけ

れども、今後その豊能町の財産であるすば

らしい山並みや農地の景観を守るために、

景観を阻害する太陽光発電の設置を規制す

る必要があります。太陽光発電施設の規制

の条例については先ほど答弁にもありまし

たけれども、近隣市町村では箕面市ではま

だ箕面市自体まだ太陽光発電のトラブルは

起こっていませんが、豊能町の事例を受け

て３月の議会で太陽光発電設備の設置を規

制する条例を提案しています。箕面市の条

例は山並み景観を阻害する可能性の高い一

定規模以上の太陽光発電設備の設置を規制

する条例であります。太陽光発電設備は森

林を伐採したり農地を転用して設置される

場合があり、山林や農地の景観を破壊する

だけでなく、地面の保水機能を低下させる

ことがあり、太陽の反射光や反射熱の影響

などにより周辺住民とのトラブルが発生し

ております。また山地や農地などの地区に

おいて出力１０キロワット、また面積１０

０平方メートル以上の太陽光発電設備等の

設置を禁止し、それ以外の地区でも許可制

として、住宅などの屋根の上に設置するも

のは規制の対象外とする条例です。豊能町

は既に太陽光発電トラブルが発生しており、

大阪府下でも象徴的な事例となっています。

未来永劫豊能町の財産である自然環境と景

観を守っていくため、そして今現在発生し

ているような太陽光発電のトラブルを回避

するために、箕面市と同じような条例を早

急に制定することを要望します。 

  それでは次の質問に移ります。 

  豊能町は、木代土砂崩落跡地利用につい

て現在どのように考えているのかお伺いい

たします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  木代の土砂崩落跡地利用につきましては、
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これまで大阪府の池田土木事務所、それか

ら希望ヶ丘の自治会と数回協議を行ってき

ております。しかしながら大阪府の池田土

木事務所が発注している工事におくれが生

じておりまして、３期工事も含めまして夏

ごろまで工期延長するというふうに聞いて

おります。このため大阪府池田土木事務所

のほうから跡地利用に関する協議につきま

しては平成３０年度に改めてお願いしたい

というふうに申し出がございまして、希望

ヶ丘の自治会にはその旨を伝えている状況

でございます。今後も土地利用とか環境等

について３者で継続的に協議をしていきた

いというふうに考えています。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  今の答弁にもあったんですけれども、本

年度からこの土砂崩落跡地利用について具

体的な絵を描くということですけれども、

希望ヶ丘の自治会と池田土木とも協議して

いるということですけれども、住民の意見、

要望を踏まえて今後どのように進めていく

のかお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  今後につきましては、平成２９年の５月

１５日付で希望ヶ丘の自治会から大阪府池

田土木事務所に対しまして木代土砂崩落跡

地利用に関する要望書が町にも出されてお

ります。このため希望ヶ丘自治会とは数回

の協議をしてきたわけでなんですけれども、

その後、平成３０年の２月１９日付で希望

ヶ丘自治会から池田土木事務所宛に住民ア

ンケートの調査結果の写しを出されたとい

うふうに聞いているところでございます。

ただ、先ほども申し上げましたけれども、

工事がおくれておりまして、粗造成を行う

３期工事、これも未着手ということでござ

います。このため池田土木事務所のほうか

ら跡地利用に関する実施設計を平成３０年

度に発注して、その計画案をもとに改めて

協議していきたいというふうに申し出がご

ざいましたので、本町といたしましては緊

急時のヘリポートとか資材置き場を検討し

ておりますけれども、近隣住民の御意見と

か御要望を踏まえまして、次年度に３者で

継続的に協議していきたいというように考

えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  現在、希望ヶ丘の自治会の住民アンケー

トと要望書が出ているということなんです

けれども、住民のこの跡地利用に関して聴

取した意見・要望で一番多かったのが、景

観に最大限に配慮してほしい。少なくとも

上音羽からの入り口になりますので、そこ

をフェンスで囲う等はもう絶対にやめてほ

しい。また、緑地帯、季節の花に囲まれた

エリアにしてほしい。希望ヶ丘、豊能町民

ならず人々が集い利用できるような施設を

創出してほしいという、この３点に集約さ

れたんですけれども、住民にとってはこの

土砂崩落跡地は、以前土砂が崩落して、あ

と一、二分阪急バスがおくれていたら人身

事故が起こっていたような状況でありまし

た。当時も人が土砂に埋まっているという

情報も飛び交いました。住民にとっては土

砂跡地は命の危険にさらされた記憶がよみ

がえる場所であり、今後このようなことを

二度と思い出させないような美しい景観づ

くり、住民の心が安らぐような場所にして

ほしいと願っています。豊能町は豊かな自
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然景観、田園風景、農村風景が生きる緑豊

かな町であることがほかの町にない最大の

魅力です。豊能町の西の入り口、玄関口が

景観を無視したコンクリートだらけのフェ

ンスに囲まれる施設が検討されたり、資材

置き場やヘリポートになるとは全く考えら

れません。 

  現在、希望ヶ丘では空き家も非常にふえ

ており、６５歳以上の人口は９０４名であ

ります。非常に高齢化率も高くなっていま

す。一人住まいの高齢者がふえており、周

辺の景観も殺風景となれば、人が住みたく

なる町ではなく非常に物騒な町になります。

先日、希望ヶ丘内で殺人事件が起こりまし

た。希望ヶ丘では空き家が非常にふえてお

り、景観も殺風景で若者がいない町になれ

ばひとり暮らしの高齢者は犯罪者から狙わ

れる危険性も想定されます。町外から魅力

ある町、豊能町として人々をたくさん呼び

込むためには、この美しい景観を守ってい

くことが非常に重要です。希望ヶ丘の現状

そして住民の要望を踏まえて、まずは豊能

町の西の玄関口が、豊能町の上音羽からの

玄関口が美しい景観で住民の心が安らぐよ

うな場所にしていくことを要望します。 

  以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で寺脇直子議員の一般質問を終わり

ます。 

  この際、暫時休憩します。 

（午後３時２０分 休憩） 

（午後３時２０分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  先ほど秋元議員に対する答弁について一

部訂正したいとの申し出がありますので、

発言を許します。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  お時間いただきありがとうございます。 

  先ほど秋元議員への答弁で消防署と東出

張所には防災の備蓄品が置いていないとい

うふうにお答えいたしましたが、調べまし

たところウインチとチェーンソーにつきま

しては消防署と東出張所に各２個あるとい

うことを確認いたしました。未確認のこと

を申し上げまして申しわけございませんで

した。 

  それから災害用ボックスにつきましては

もう既に消費期限が切れておったというよ

うなことで廃棄済みでございます。もう一

つ消費期限切れたまま置いていたものも一

つあるようですが、それも速やかに廃棄を

いたします。申しわけございませんでした。 

（発言する者あり） 

○総務部長（内田 敬君） 

  災害用ボックスというのは救急箱のよう

な大きいもののようです。 

（発言する者あり） 

○議長（橋本謙司君） 

  今の件についてはまた別途担当課への確

認をお願いします。 

  以上をもって本日の日程は全て終了いた

しました。本日はこれをもって散会いたし

ます。次回は３月７日、あす９時半より会

議を開きます。お疲れさまでした。 

 

散会 午後３時２２分 

 

 



 2－65 

本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 
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